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開会 午前 ９時２８分 

 

○書記（長田大地君） おはようございます。 

  ただいまから、予算審査特別委員会を始めさせていただきます。 

  本日は、予算説明書、予算参考資料のナンバー７、８、９を使用いたしますので、ご用意

をお願いいたします。 

  それでは、委員長挨拶、小澤委員長、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 改めまして、おはようございます。 

  本日、予算特別委員会の３日目でございます。本日もはりきってよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

  ただいまの出席委員は19名です。定足数に達しておりますので、これより予算審査特別

委員会を開会いたします。 

  なお、金丸寛委員、小浦委員は欠席の旨連絡がありましたので、報告いたします。 

  本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────────────── 

 

○委員長（小澤重則君） 本日も金曜日に引き続き、一般会計歳出の予算の審査を行います。 

  限られた時間内の審査ですので、委員各位のご協力をお願い申し上げます。 

  審査に当たり、質疑は一問一答、簡潔にお願いいたします。また、当局側の答弁も簡潔に

説明していただきたいと思います。皆さんのご協力をお願いします。 

  それでは、審査に入ります。 

  初めに、先日の未回答の件につきまして、環境課より説明がありますので、よろしくお願

いいたします。 

  中込課長。 

○環境課長（中込広人君） おはようございます。環境課です。よろしくお願いいたします。 

  13日の環境課のご審議の際、長谷部議員のほうから、山梨西部広域環境組合及び境川処

分場の各市町の負担金につきまして資料の要求がありましたので、ご用意をさせていただき

ました。 
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  なお、資料につきましては、各部広域の資料から抜粋したものでございまして、冒頭に、

タイトルに令和２年度一般会計市町別負担金経費区分、負担金総額１億7,231万9,000円と

いうものが、山梨西部環境広域組合の負担金のものでございます。 

  資料に記載してあるとおり、均等割10％、人口割は90％。なお、人口割につきましては、

直近の国勢調査人口を基礎としているところでございます。 

  ２枚目に、令和２年度市町村別処分場事業費の負担金額、これが境川の最終処分場の各市

町の負担金の状況でございます。基本的に、事務費が全ての市町村で２万円負担していただ

き、そのほかにつきましては処理量負担というふうになっております。 

  以上、お示しをさせていただきます結果が、峡北広域、中巨摩広域、甲府広域につきまし

ては、前にご説明したとおり、特別会計が複数ある、またはその特別会計の中でもいろいろ

な区分がございまして、負担金の割合が非常に複雑になっておりますので、予算審議資料に

示させていただいておりますが、山梨西部環境組合、または最終処分場につきましては、単

一の会計で一つの負担金の割合算出というふうになっておりますので、そんなふうなことで

記載させていただきましたので、ご理解のほうをよろしくお願いいたしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） ありがとうございます。 

  説明が終わりました。 

  ここで暫時休憩し、職員が退席いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

休憩 午前 ９時３３分 

 

再開 午前 ９時３３分 

 

○委員長（小澤重則君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いいたします。 

  ２款総務費のうち商工観光課所管事業、５款労働費及び７款商工費並びに13款諸支出金、

１項基金費のうち商工観光課所管分について説明を求めます。 

  島田商工観光課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 改めまして、おはようございます。 

  商工観光課から令和２年度当初予算案の概要につきまして説明いたします。 
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  予算参考資料ナンバー７、23ページをお願いします。 

  ２款総務費、１項総務管理費、５目企画費、ナンバー16地方創生事業950万8,000円、財

源は全て一般財源であります。今年度、秘書政策課から移管された事業であります。事業概

要につきましては、東京圏で開催される各種イベントに積極的に参加し、本市特産品の販路

拡大や居住環境等の魅力をＰＲし、移住定住の促進を目的とする事業でございます。また、

令和２年度から、就業に関する最新情報の提供につきましても積極的に発信してまいります。

主な経費といたしましては、講師謝金、旅費等の事務費、また委託料といたしまして、移住

定住促進、魅力情報発信拠点運営業務、ポータルサイト保守業務などを計上したところでご

ざいます。 

  24ページをお願いいたします。 

  ５款労働費、１項労働諸費、１目労働諸費、ナンバー１労働関係職員費523万2,000円、

財源は全て一般財源でありまして、商工労働係の職員１名分の人件費でございます。 

  ナンバー12市民保養所委託事業236万円、全て一般財源であります。事業概要につきまし

ては、夏季保養所としての委託契約であります。海の家は、牧之原市観光協会など３カ所の

観光協会と、また山の家は、尾白の森キャンプ場など４カ所の施設への委託料等でございま

す。 

  ナンバー13峡中広域シルバー人材センター補助事業1,447万1,000円、財源のその他623万

9,000円は、峡中広域シルバー人材センターの構成市町であります中央市から372万5,000円

と昭和町から251万4,000円の負担金であり、一般財源の823万2,000円が甲斐市の負担金で

あります。この負担金は、均等割と人口割で算出をしております。 

  ナンバー15労働施策推進事業360万5,000円、財源内訳の国県支出金45万円は、移住支援

事業補助金でありまして、国30万、県15万円であります。その他300万円は、生活安定資金

預託金の元金収入であります。事業概要は、勤労者生活安定資金預託金は、年度当初に300

万円を中央労働金庫に貸付けの原資として預託し、この資金で市内の勤労者の生活資金とし

て融資する事業であります。また、今年度から実施しております県との協働による移住支援

事業補助金、そして県職業能力開発協会への負担金であります。 

  ナンバー16勤労者施設運営委員会費４万3,000円、財源は全て一般財源であります。勤労

青少年ホーム、働く婦人の家、勤労者会館の運営委員７名の報酬であります。 

  ナンバー18勤労青少年ホーム管理運営費353万7,000円、財源内訳のその他16万1,000円は、

施設の使用料16万円と公衆電話使用料1,000円でございます。事業概要は、教養講座の講師
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への謝礼金、施設の維持管理費、ＡＥＤレンタル料等でございます。 

  ナンバー20働く婦人の家管理運営費617万8,000円、財源内訳のその他76万円は、施設の

使用料であります。事業概要は、教養講座の講師への謝礼金、施設の維持管理費であります。 

  ナンバー21勤労者会館管理運営費10万円、財源内訳のその他財源７万5,000円は施設の使

用料でありまして、事業概要は施設の維持管理費であります。 

  次の25ページをお願いいたします。 

  ７款商工費、１項商工費、１目商工総務費、ナンバー１商工観光関係職員費5,200万

3,000円、財源は全て一般財源でありまして、商工観光課職員７名分の人件費であります。 

  ナンバー10商工総務費８万4,000円、財源は全て一般財源であります。事業概要は、主に

サテライト双葉に係る経費であります。東京都立川市で開催される運営協議会への出席に伴

う職員の普通旅費と事務費であります。 

  続きまして、２目商工振興費であります。 

  ナンバー２商工振興事業1,889万円、財源は全て一般財源であります。事業概要は、中小

企業・小規模企業振興会議委員報酬13人分、甲斐市商工会への各種事業補助金、小規模企

業者経営改善対策資金利子補給、創業融資利子補給などでございます。 

  資料の26ページをお願いいたします。 

  続きまして、３目観光費でございます。 

  ナンバー10観光推進事業1,673万4,000円、財源内訳のその他1,000円は、やはたいぬＬＩ

ＮＥスタンプ購入料分配金、残りは一般財源であります。事業概要は、登山道道路整備委託

等事業、観光巡回バス運行委託事業、フットパス事業、マスコットキャラクター着ぐるみ活

用事業、竜王駅鈴虫会場設営等委託などでございます。また、竜王駅魅力発信協議会補助金

につきましては、イルミネーション事業のほか、駅前甲斐てき朝市、鈴虫の声を聴く甲斐な

どへの補助金であります。 

  ナンバー11、観光イベント事業1,125万円、財源は全て一般財源であります。事業概要は、

甲府盆地の水防を祈願する伝統的なお祭りで、来月の15日に開催予定のおみゆきさん実行

委員会補助金163万円、また、郷土が生んだ偉人山県大弐の遺徳をしのぶ、９月の秋分の日

開催予定の大弐学問祭実行委員会補助金152万円、また、先日、今年度の開催中止が決定し

た、市の花桜をめでることで市民の心の安らぎや市への愛着心を醸成するイベント、甲斐市

サクラまつりの実行委員会補助金810万円でございます。 

  次に、13款諸支出金、１項基金費、12目地域振興基金費、ナンバー１地域振興基金積立
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3,837万7,000円、財源内訳のその他3,837万7,000円は、基金運用利子37万7,000円と諸収入

3,800万円であります。事業概要は、サテライト双葉各公営競技の双葉場外売場の売上金に

対する市への負担金であります。 

  以上でございます。ご審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  所管は、建設経済常任委員会でございます。 

  質疑ありませんか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） おはようございます。ご苦労さまです。今日もよろしくお願いします。 

  まず、二、三点ありますけれども、24ページのナンバー12市民保養所委託事業について

お伺いをいたします。 

  海の家が３カ所、山の家が４カ所ですけれども、今年度、まだ元年の直近の大体利用者数

をちょっと、海の家、山の家、分けてお願いしたいと思います。よろしく。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） おはようございます。よろしくお願いします。 

  海の家ですが、1,658名、山の家141名、合計1,799名となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  前年度と、どうですか、増えていますか、減っていますか。増減についてお願いしたい。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 昨年度比、平成30年度から比べまして、海の家につきまし

ては192名の減、山の家につきましては17名の減、合計209名の減となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  年々減っているんですけれども、私の調べた限りでは、去年に比べると合計201名という

ことで、特に海の家のほうが大分、200名近くあれなんですけれども、今後は、今、海の家
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は３カ所ということですけれども、以前はもうちょっと多かったじゃなかろうかと思うんで

すけれども、継続するには、何とか頑張って、この数字でもいいですからやっていただきた

いと、こんなふうに思います。 

  次、替えていいですか。 

○委員長（小澤重則君） はい、続けてください。 

○委員（藤原正夫君） よろしいですか。 

  じゃ、その下のナンバー13、峡中シルバー人材センターのことでお聞きをします。 

  今現在、甲斐市のシルバーさんの登録人数というのは分かりますか。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 平成31年３月末現在になるんですけれども、会員数760名、

そのうち甲斐市の方が512名、全体の67％となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） これは平成31年ということ。というと、去年の４月ということです

か。今年のはまだ上がっていないということ、そういうこと。はい、分かりました。 

  じゃ、ちょっとその次へいきます。 

  25ページの商工振興のことで、今、大変、世の中、新型コロナ感染ということで、いろ

んなことで、特に観光業、飲食店なんかは、職種によっては違うかも分からんですけれども、

大分、急なあれで落ち込んでいるということで、国や県、あるいは市にも伝わってくると思

っているんですけれども、その分の対策というか、そんなことが報じられていますけれども、

市としてはどんなふうな対策を考えていますか。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 新型コロナウイルス感染対策でありますが、笛吹市などは、

温泉街ということで宿泊キャンセルが相次いでいるということの中で、市で補助をしている

という話も聞いておりますが、本市におきましては、今、国及び県におきまして支援策が各

種打ち出されておりますので、まずその支援策につきまして、市内の事業者の方に周知を図

っているところでございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 
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  市としては、今、その支援策について意見を伺っているということだと思います。今のあ

れだとね。 

  先ほど言いましたけれども、職種によっては違うんですけれども、中には、甲斐市にも観

光あるいは飲食店の人たちが、以前のバブルとかそういう、リーマンショックのときのよう

に、長目で見て分かる範囲で、先が分かって、だんだん景気が悪くなるということだったん

ですけれども、今回は急に１月末から２月頃どっと来たもので、どうにもならないというこ

とがあるんですけれども、その点について、今後、商工会やらいろいろ、中小企業の小規模

支援策というものがあるので、何とか市としても手厚い支援策というのをお願いしたいと思

うんですけれども、その点どうですか。お願いします。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 今、大変な企業の動向になっていると考えておりますが、本

市におきましては、令和２年度から取り組もうとしております第２次甲斐市総合計画後期基

本計画及び総合戦略におきまして、小規模企業者を何とか盛り上げていきたいということで、

幅広く事業費補助金を活用できるような、持続可能、そういった補助金の検討をしていきた

いと考えておりますので、またご理解のほう、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。その答弁を頂いて安心したところでございま

すけれども、まだまだこの先、どのぐらい続くかということが、中には、５月、６月頃には

収束するんじゃないかと言う人もいるらしいですけれども、１年中ぐらいは続くじゃなかろ

うかと、今朝のニュースもしていたところです。ということは、寒いばかりじゃなくて、暑

い熱帯地方のところでもどんどん患者が増えているということで、これ、日本が夏になって

も、１年越さなきゃだめじゃなかろうかと。長期的なあれだと思いますので、ぜひその点、

よろしくお願いしたいと思います。 

  委員長。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員、続けてください。 

○委員（藤原正夫君） よろしいですか。 

  じゃ、最後のページになります。26ページ、観光推進事業で、去年もそうだったんです

けれども、まず、マスコットキャラ、やはたいぬくんの活用事業なんですけれども、大分去

年あたりから県外とかいろいろなところに行って、回数も多くなったといって、いろいろ名

も売れてきたんじゃなかろうかなと思うんですけれども、ようやく、10年くらいすると何
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でもそういう基準になるんですけれども、今年度の実績といいますか、どの辺まで伸びたか

というようなことでお願いしたいですけれども。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） やはたいぬの派遣事業ですけれども、今年につきましては、

３月に新型コロナウイルスがありまして、３月の派遣を中止しているところでございます。

件数につきましては、県内の派遣が93件、県外の派遣が７件、計100件の派遣となっており

ます。 

  県外につきましては、新規としまして東京の墨田で行われたキャラフェスすみだ2019、

あと山形の寒河江市で行われましたチェリンと遊ぼう2019、あとＪＲ大宮駅、上野駅で行

われました観光ＰＲ、あと静岡の開港120周年開港祭、あと滋賀県彦根で行われましたご当

地キャラ博…… 

○委員長（小澤重則君） それで止めてください。 

○観光交流係長（石原大助君） あと最後ですけれども、災害協定を結んでおります茨城県の

北茨城市に、以上のものが初めて県外のほうにイベントとして参加しております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  今回も７件ですか、県外へ出て、今聞きますと山形まで行ったということですけれども、

ぜひ県内、市内だけではなく、県外のほうに私は要望をしたいと思います。 

  もう一件、観光巡回バス運行事業についてをちょっとお聞きしたいですけれども、事業成

果をお願いします。事業成果というか、どのぐらいの人数のあれが来たかどうか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 観光巡回バスにつきましては、春の５月、６月にそれぞれ土

日の２日間、市内のワイナリー、そして旬のイベントである梅もぎ、桑の実摘み、サクラン

ボ狩りなどを巡る運行委託をしておりますが、今年度につきましては、参加人数が742人い

らっしゃいました。前年度、平成30年度が359人ということで、倍以上増えているところで

ございます。やはり天候とかが影響してくることになりますので、今年度については天候も

よかったということで、倍以上増えている状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 
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  皆さんのいろんな試行錯誤というか努力で約倍になったということで、大変ありがたく思

います。今年度はあれなんですけれども、来年度になりますよね。こんな時期ですので、い

ろいろ、多分、どうなるか分かりませんけれども、ぜひ何とか折を見て、この下のフットパ

スを、いろいろ２つの事業だけは何とかやってほしいと思います。これは要望でございます。

よろしくお願いします。 

  終わります。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 23ページの地方創生事業で、企画からこっちへ移管されたというこ

となんだけれども、これに関しては、今まで企画でやっていたことがそっくりこちらに事務

的なものが移管しただけなのか、その辺はどうなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） そのとおりでございまして、秘書政策課で行っておりました、

主に委託事業が、こちら商工観光課のほうにこの令和元年度から移管された事業でございま

す。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、結局、企画からこっちへ来たというその背景というのは、ど

うしてこっちへ移ったんですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） この移住支援事業につきましても、やはり就労と伴って移住

されてくるということもございまして、商工観光課は労働費を持っているということもござ

います。また、観光交流のほうにつきましては、県外とかに行って甲斐市をＰＲしておりま

すので、それと併せて効率がいい事業運営をするということもございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、こっちに移ったということによって、当然事務量が多くなる

わけで、その人員の配置とかそういうものについては問題ないのか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 先ほど当初予算の職員の人件費の説明をさせていただきまし

たが、令和元年度、今年度から１名増員しているところでございます。 
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○委員長（小澤重則君） 内藤委員、続けてください。 

○委員（内藤久歳君） 24ページの労働施策推進事業の中で、移住支援補助金というものが

今年度出たんだけれども、この事業内容をお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 移住支援金の事業になりますが、こちらは、直近10年間、

少し要件も変わったんですけれども、10年間のうち５年以上東京23区にお住まいになって

いたか通勤をしていた方、10年間の中で５年いた方で、なおかつ直近１年間は東京圏にい

らっしゃった方につきましては、その方が例えば甲斐市のほうに移住をされて、そのときに

就職も、県のほうでマッチングサイトって決められた業種があるんですけれども、そのマッ

チングサイトに登録されている企業に就職もしていただくというのも込みで、移住をされた

方につきましては、単身で60万、あと世帯だと100万円、支援金としてお渡しするという制

度になっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今の説明で、非常にこの事業を多くの人に知ってもらうということに

関しては、何か分かりづらいというか、ＰＲって、そういう制度があるかどうかということ

に関しては、どんな形でＰＲをしているんですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 現在、東京圏に出向いて移住相談会とかを開催しているとこ

ろでございますが、そちらのほうでも周知は図っております。また、市のウェブサイトの中

に、この移住定住ポータルサイトよっちゃばるかい！というものがございますので、そちら

のほうに県のバナー、ウェブサイトのほうをリンクして、そちらのほうに促して周知を図っ

ているところでございます。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 一応こういう予算化をしてあるということで、その目標というか、年

間何人ぐらいの移住をというふうなことについては、何か設定はしてあるんですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） この事業につきましては、今年度６月に補正をさせていただ

きまして、300万円の補正をさせていただいたところでございます。金額が、単身世帯で単

価60万円になりますので、５名ほどを見込んだところなんですが、県のほうのマッチング
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サイト、企業のほうが計画より10分の１少なく設定となってしまいまして、そのために今

年度の見込みはゼロ件であります。 

  ただ、今現在、当初予算にもございますように、今年に入りましてから１名の方が、該当

見込みがいらっしゃいます。ただ、就労要件は、そこに勤めて３カ月以上たたないとその証

明書が発行されませんので、それを待ってその方の申請が出てくるという状況となります。

ですので、１名につきましてはもう見込みがあるという状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 最後の26ページのマスコットキャラクターのやはたいぬくんなん

ですけれども、やはたいぬくんが出てからちょうど５年ぐらいですかね、10周年のときに

たしかやったですよね。先ほどの話だと100件ぐらいの実績が今年度あるということで、金

額的に600万円近い金額で、100件というと１件当たりが５万から６万ぐらいの派遣費とい

うことになるんですけれども、単純計算だと。そろそろ５年たつので、新たな展開というの

も必要かと思うんですけれども、何か考えていることはありますか。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 現在、マスコットキャラクターやはたいぬにつきましては、

平成30年４月１日から平成33年３月31日の３年間で、今検証の期間となっておりまして、

来年度、やはたいぬの方向性、検証をして、決めていきたいと思います。検証の時期につき

ましては、令和２年８月末に検証する予定になっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） その検証内容というのは、どういうようなことを具体的に検証する

かというのは見えていますか。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 成果指標と活動指標を設けておりまして、まず１つ目が県外

活動ということで、市外・県外交流が３年間のうち１万人、あと産業関連振興ということで、

市内の業者がマスコットキャラクターを活用していただけるのが３年で18事業者、あとマ

スコミ活用事業ということで、出演・掲載の数が３年間で12件ということで目標を定めて

おります。 
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  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） ありがとうございます。ぜひとも検証していただいて、やめるとい

うことではなくて、さらに活用ができるように考えていただければと思います。 

  別件ですけれども、その下のサクラまつりの補助金ということで、去年のこの事業の当初

予算だと、まだわくわくフェスタということで、今より200万ぐらい高い金額で見積もって

いたと思うんですけれども、年度の途中で方向性が変わったので大変だったと思うんですけ

れども、今年度、できないんですけれども、やったと仮定した場合も、同じぐらいのこの

800万円の今回の予算の金額でやろうと思ったということですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 事業計画の中で、内容を全部精査しまして、それに伴って見

積り等を聴取しながらやっておりますので、もし実施した場合についてもこの金額で執行し

ていた状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） わくわくと比べて、出店をされる一般の方たちの数も大分少ないで

すよね。市から出すお金というのは出す、あとその出店者からの負担金というんですか、出

店料みたいなのは、今度、実行委員会の中の収入になると思うんですけれども、そういった

ものも、やっぱり少なくなってきているものも、こういうのに影響しているということです

か。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 出店で各お店から、例えば１万円とかそういったものも頂く

ことになりますので、出店者数が少なくなればそういった収入も減ってくるわけですけれど

も、店の店舗をこちらのほうも委託業者でテナントのほうを設置しますので、経費のほうも

かかる状況になります。ただ、規模がやはり少ないと、その経費も抑えることができる状況

になりますので、わくわくフェスタ1,000万に比べまして200万ほど、こちらのサクラまつ

りの経費のほうが安く済むというような状況になっております。 

○委員長（小澤重則君） 長谷部委員。 

○委員（長谷部 集君） 最後ですけれども、今回、残念ながら中止ということになっちゃっ

たんですけれども、今回やるために準備をしたもので、そのまま来年度も使えるようなもの

というのはあるんですか。もしあれば少しは経費的にも助かる部分があるかなと思うんです
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けれども。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） もう昨年度から準備を少しずつ進めておりまして、周りに例

えば提灯を張るとか、または桜のライトアップをしたいということで、委託業者のほうには

もうその準備を進めてくれということで進めておりますので、そういったものにつきまして

は、次年度も活用して、利用していきたいと考えております。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 25ページの商工振興費の中の商工会の補助金のことについて伺いま

す。 

  枠が決まっていて、中でやりくりしていて、1,510万がずっと動いていないというような

形態になっているようだけれども、商工会のほうでは何も言っていないですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 商工会の全体事業費がありまして、それについては商工会の

ほうで毎年予算を組みながら事業を進めているわけなんですが、うちのほうの補助金の規約

の中に、一応その事業費の３分の２以内ということで、商工会と協議しながら補助金を出す

ということになっておりますが、特にそれにつきまして商工会のほうで、これがもっと出し

てもらいたいとかということは、今のところありません。商工会のほうにつきましても、ス

クラップ・アンド・ビルドで事業をよく精査しながら進めているので、新しい事業もやれば、

古い事業はなくしていくというようなことで進めていらっしゃると思っております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 今の答弁だと、商工会のほうから、これだけあればいいよと言ってき

ているというふうに聞こえているんだけれども、やっぱり枠ありきの中で何かやっていると

いうふうにも見えるので、そこのところをよく検討してもらいたい。 

  あと１点、小規模経営者経営改善対策利子補給云々も、これは増えているんですよね。と

いうことは、見込みがそれだけあるという予定ですか。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 平成29年度利子補給につきましては、41件ありました。平
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成30年につきましては、利子補給59件に増えました。やはり増えておりますので、令和２

年度につきましても増やしております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） それで、なくなったのがあるね。産業立地という部分が、見込みがゼ

ロということですか。 

  答弁もともかくだけれども、これは何か積極的に働きかけて、予算を見込んでいないとい

うことは、出たらば補正を組んで国・県に要望を出して決算するという話だよね。そうなっ

てくると、やっぱり予算も盛り込んで、出てくるのをただ待っているだけで、何か、例えば

調査、あるいは何とかという項目だけでも、たとえ50万でも100万でも予算を盛るとかとい

うことを考えないといけないと思うんだけれども、どうだろう。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 企業立地等の産業集積とかの補助金については、もう予算を

組む前から企業の担当者が私ども商工観光課の窓口に事前に何回も相談しながら進めてまい

りますので、基本的に、補正等で対応しても、これが遅れるというようなことはないという

ように感じているところであります。 

  また、企業立地産業集積につきましては、県との連携事業になっておりまして、市が例え

ば１％、県が５％、固定資産総額から払うということになっておりますので、その辺も県と

連携しながら、また、その企業の方と事前に相談等で連携しながら進めていきたいと考えて

おります。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 分かるんだけれども、やっぱりこれがみんな、こればっかりに限らず、

市全体の活性化とか、あるいは定住だとかそういうことにみんなつながってくることだもん

で、前もって話があるからというときと、何も話がないから予算が何も盛っていないという

ときとあるということだと、やっぱりふだんどれだけのいわゆる執行側で努力をしているか

が見えてこない。そこのところら辺をやっぱり前向きに考えていろいろやっていかないと進

んでいかないと思うんだけれども、どうですか、部長。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） 事業課、担当課とすれば予算をもらいたいというのはやまや

まです。来たらすぐ対応できるというところでございますが、私どもも予算査定というのを
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受けます。見込みがあるのという質問をされます。見込みが今のところありませんというこ

とであれば、じゃ、その出たときでいいんじゃないのと言われて切られる場合もございます。

事業を執行する立場とすれば、いろいろなものを想定して予算を確保しておきたいところで

ございますが、元締めといいますか、一般会計は、全体を管理している財政の担当からすれ

ば、少しでも歳出を減らしたいということでなっています。その予算のときにはそういう話

をして、出たときには補正をお願いしますよという形の中でやっていますので、ご理解をお

願いしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  清水和弘委員。 

○委員（清水和弘君） お尋ねします。 

  26ページの10番、竜王駅魅力発信協議会の中の甲斐てき朝市、当初より現在のその登録

件数といいましょうか、活動数を教えていただけますか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 竜王駅甲斐てき朝市につきましては、今年度の当初、10店

舗ほどでございましたが、今現在は42店舗、すごい勢いで増加しているところであります。

やはり竜王駅での魅力発信が市内外の人に伝わっているかなというふうに感じているところ

でございます。 

○委員長（小澤重則君） 清水委員。 

○委員（清水和弘君） そこでお聞きしますけれども、南口の会場がオーバーフローというよ

うな形の中で、北口にも広げるというような話があるようですけれども、その辺、どんなふ

うにお考えですか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 竜王駅の甲斐てき朝市につきましては、自主グループといた

しまして、あくまでも甲斐市につきましては、魅力発信協議会ということでフォローアップ

していくということになっておりますので、竜王駅の朝市の会のメンバーの方針がどういう

ふうになっていくかというようなことで、そっちも増やしていくというようなことになろう

かと思いますので、またその辺につきましては、朝市の会のメンバーの方に相談しながら進

めてまいりたいと思います。 

  以上です。 
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○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

○委員（清水和弘君） ありがとうございました。その点、あといろいろご支援をよろしくお

願いします。ありがとうございます。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 24ページの勤労者会館管理運営費ということで、この財源内訳だけ

で７万5,000円とあるので、これは恐らく使用料がここに計上してあると思うんだけれども、

現状、今、この利用の状況はどうなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 岸部支所長。 

○敷島支所長兼市民地域課長（岸部俊一君） お答えいたします。 

  勤労者会館は、勤労者の福祉の改善向上、それから勤労者のコミュニティーの場としての

施設でございます。 

  本年度の利用につきましては、令和２年２月末現在で利用者は延べ1,109名、利用件数

162件、現在のところ使用料といたしましては６万6,500円というふうになってございます。

残りあと１カ月でございますけれども、新型コロナ等の影響もございますので、この辺の数

字的なものはどうかなということで今考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  別件でいいですか。 

○委員長（小澤重則君） どうぞ。 

○委員（赤澤 厚君） 26ページの観光振興事業、先ほど来出ている竜王駅魅力発信協議会、

補助金ということで500万、これは計上してあるんだけれども、この内訳は、今、朝市とか

イルミネーションかな、何かやっているんだけれども、その内訳を教えてくれますか。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 今年度の予算でございますけれども、事業費としまして、甲

斐てき朝市に10万円、竜王駅周辺マップに25万円、今年新たに15周年記念ということで竜
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王駅花の輪舞に50万円、イルミネーションに410万円、その他事業12万円ということで、事

業費507万円と事務費３万円で510万円の予算でございます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今、細かく、いろんな事業をしているということで、特に朝市は、さ

っき同僚議員からあったけれども、かなり店舗が増えたということで、なかなか成果が出て

いるということで、我々も大変評価をするところですけれども、ただ、反面、イルミネーシ

ョン410万という、これは二、三年前から一般質問で出ているし、この委員会で出ていて、

これはどうなのかなと。もう年数もかなりたっていることだし、費用対効果というのはなか

なかそこですぐ結果は出ないかもしれないけれども、ある程度のものもまた検討して、違う

行事もしたらどうなんていつも出ているんだけれども、その辺のところの考えは何かありま

すか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） イルミネーション事業につきましては、今年度なんですが、

例年設置している方法を一部変更いたしまして、今年度初めて国道52号から20号までの街

路樹と植栽ますにソーラー発電をつけまして装飾をしました。このソーラー発電をすること

によって電気料というのがなくなりますので、その分の経費というのは出てくるような形な

んですが、今後も、実は北口のほうも考えていかなければならないというようなこともござ

いますので、そういったソーラー発電を工夫しながら、経費を抑えながら効果を上げていき

たいというふうにイルミネーション事業は考えておりますが、今、議員さんがおっしゃった

ような、そのあり方自体も、そのイルミネーション自体の考え方も今後検討してまいりたい

と考えておりますので、ご理解のほうをよろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 前も言ったとおり、結局それ来て、そのままをただ見て帰るというよ

うな状況で、あそこは何も直売所もあるわけじゃないし、何もないんだよね、要は。だから

その辺ももうちょっと工夫をして、せっかく来た人が、降りて、あ、きれいだな、そのまま

帰っちゃう。あそこはやっぱりある程度の、今、朝市じゃないけれども、何らかの市の観光

的な物産もの、この名産等を直売するものを設けるとかそういうことをしないと、せっかく

来ても何も市のプラスにならない、現状。やっぱりそういったこともちょっと工夫したらど

うかと。これは要望でいいですから、ぜひ検討していただきたいと思います。 

  もう一件、ラスト、すみません、委員長。 
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○委員長（小澤重則君） どうぞ。 

○委員（赤澤 厚君） サクラまつりは一応中止ということなんですけれども、おみゆきさん、

これは４月15日に毎年やっているんだけれども、これは基本的には氏子の事業じゃないか

と思うんだけれども、これもそうは言っても市で163万計上しているということは、市もお

手伝いしている。これについて、現状、どのような状況にあるのかちょっと教えていただけ

ますか。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） こちらのおみゆきさんにつきましては、一宮浅間神社との関

係もございまして、18日の日に浅間神社のほうで打ち合わせ会がございまして、おみゆき

さんの方向性も決まってくるかと思います。25日におみゆきさん実行委員会を開催しまし

て、おみゆきさんの中の内容を検討して協議をしたいと思っております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  時間が押しておりますので、質問、答弁、簡潔にお願いします。「委員長」と言ってくだ

さい。 

  松井委員。 

○委員（松井 豊君） １つだけ、朝市なんですが、登録が大分増えたというのはいいことな

んですが、たまに行ってちょっと、店の数がそんなにないなということなんですよね。平均

的な出店が分かれば。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） すみません、直近の２月９日の出店につきましては28店舗

でございました。現在、先ほど課長が申しましたように、登録は42店舗ございますけれど

も、都合で出店されていない方もいらっしゃいまして、２月につきましては28店舗の出店

でございました。 

○委員長（小澤重則君） 松井委員、よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） すみません、23ページの移住定住の話なんですけれども、ここ３年

ぐらいの移住の実績というのはどのぐらいになっていますか。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 
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○商工労働係長（藤井亮一君） お答えします。 

  令和２年３月10日現在で、空き家バンクによる移住者が１名、相談会等、市の移住定住

事業によって移住された方が５名となっております。 

  ただ、県外から市内への移住者全体で言うと1,529人いらっしゃるんですけれども、今お

話をさせていただいた５名というのは、住所とかお名前とかをアンケートでお聞きしている

方は５名なんですけれども、あとはパンフレットを都内で配ったりとかして、それを見て来

られた方はこの数の中に入っていないんですけれども、その中にもしかしたらもうちょっと

数は含まれていると思われます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） すみません、推移を過去３年でいいのでお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 平成30年度につきましては、空き家バンクによる移住者の

方が２名、相談会等アンケートを書いていただいた方の移住者が４名、平成29年度につき

ましては、空き家バンクによる方がゼロ名、移住相談会等アンケート回答者は４名となって

おります。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） 先ほどの答弁によると、そのうち就労目的の方が多いということで、

商工観光課のほうに出てきたということなんですけれども、そのうち就労目的の方というの

は、わざわざバンクとか分けなくて構わないので、この３年間でどのぐらいいるか教えても

らえますか。 

○委員長（小澤重則君） 藤井係長。 

○商工労働係長（藤井亮一君） 内容につきましては、何でいらっしゃったかというところま

では、申し訳ありません、ちょっと分からないんですけれども、お名前とかご住所をお聞き

している方については、年度の初めとかに住基でたたいて、その方が移動しているかどうか

を確認しているんですけれども、何によってというところまでは、すみません、分かりませ

ん。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 
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○委員（横山洋介君） 今後のために、先ほど答弁でそういうふうな就労目的ということもあ

ったので、そういったところもちゃんと今後は分析していただきたいですし、それによって、

一番は、受入れのこちら側の体制が整っていないと移住してきてもらえないということにな

るので、その体制のことをすごく考えていただきたいなと思いますので、要望で構いません

ので、よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） すみません、時間がいっているのに申し訳ございません。 

  25ページの７番の02で、ちょっとかぶるところがあるかもしれないんですけれども、一

応、総合戦略が令和２年でいよいよスタートするということになっておりまして、先ほども

言った、中小企業・小規模事業者の新たな取組があったと思うんですけれども、そういった

予算はここには入っていないということですね。確認なんですけれども。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） 令和２年度当初予算には計上しておりません。というのは、

今後、庁内会議等、また事業化に必要なものはどんなものがあるかということを商工会、そ

して関係機関ともっと詰めていきながら創設をしていきたいと考えております。また、そう

なってくれば、例えば補正を組むとか、令和３年度に初めから出していくか、その辺のとこ

ろは今後協議してまいりたいと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ありがとうございます。 

  ただ、中小企業や小規模事業者というのも、毎年毎年が勝負のような状態でやっておりま

すので、令和２年いよいよスタートというときに、ここでもう新規取組の予算を組んでいる

よなんていうようなスピーディーなことがあればいいなと思ったので、要望いたします。 

  あと１点だけ、すみません。 

○委員長（小澤重則君） はい、どうぞ。 

○委員（伊藤 毅君） 今、コロナの影響でサクラまつりも中止ということなんですけれども、

結局、お祭りが中止でも予算等が余った部分を、コロナが収束したときに、甲斐市が今ちょ

っと元気がない状態なんですけれども、元気が出るような何かイベント等を急遽組むという

のは可能でしょうか。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 
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○商工観光課長（島田 伸君） おっしゃるとおり、本当に元気を出していかなければいけな

いと思うんですが、このコロナによる影響による社会の風潮とかもございますので、そちら

のほうの最新情報を見ながら、内部のほうでちょっと検討というか先行きのこともそういっ

たイベントも考えてまいりたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ぜひとも、本当に暗い雰囲気になっていて、子供なんかもかなり落ち

込んでいるような雰囲気がありますので、そのように収束が見えたときには、真っ先にそう

いうことができるような形で、山梨を甲斐市から元気にするようなことを考えていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 要望でよろしいでしょうか。 

○委員（伊藤 毅君） はい。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございませんか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） １点のみです。最後のページ、26ページの一番上の観光推進事業の

一番上、登山道整備委託事業のところですけれども、去年、結構、30万ぐらい多かったの

で、今回減らされていますけれども、多分、羅漢寺とかあの辺の登山道の整備に使われたん

じゃないかなと思うんですが、実はそのユネスコエコパーク、甲武信エコパークとの、あそ

こが緩衝地域か共生地域かちょっと分かりませんけれども、１年、去年の秋に指定されたけ

れども、今年１年、そのユネスコエコパークの事業に対して、商工観光課としてやるべきこ

と、考えていること、これはありますか。全体をどこが担当するのか私は分かりませんけれ

ども、何か話が全然出てこない部分があるんですよ。この登山道で絡めて申し訳ないんだけ

れども、それを絡めたユネスコエコパーク対策というのはお考えでしょうか。商工観光課と

してで構いません。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） ユネスコエコパークにつきましては、農林振興課が担当して

おりまして、商工観光課としましては、先ほどの登山道の整備ということで行いたいと思っ

ております。 

  今年の予算につきましては、昨年度より減っておりますけれども、こちらにつきましては、

倒木の処理を毎年業者にお願いして、一通り見ていただいておりますけれども、余りないと

いうことで、職員も随時点検をしておりますので、あった場合のみ発注するということで、
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減額となっております。 

○委員（五味武彦君） 結構です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  山本委員。 

○委員（山本英俊君） 今、五味委員が言った同じところなんですけれども、登山道、去年、

台風が結構来て、いろんな倒木等があって、それでいて少ないというのはおかしいような気

がするんだけれども、半分になっちゃっているよね。その辺、どこにどんなふうに点検させ

たのか。 

○委員長（小澤重則君） 石原係長。 

○観光交流係長（石原大助君） 職員が毎年、中に入って点検をしているんですけれども、余

り登山道をきれいにし過ぎてもおもしろくないということもございまして、切れる木につき

ましては切るんですけれども、余りにも太い木につきましては、そのまま寝かしたままの状

態で、注意ということで、注意をしながら渡れるようにしております。 

  委託につきましては、毎年、５つの山の事業としまして63万円、業者にお支払いをしま

して、直径30センチ未満の倒木の処理、除草作業を行っておりましたけれども、倒木につ

きましては、職員が点検のときに切れるものもございますので、そちらで対応しております。

あと除草作業につきましては、駐車場と登山道の入り口の部分の除草作業を委託しておりま

す。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  山本委員。 

○委員（山本英俊君） 今のあれですけれども、結構やっぱり山を登るというか、そういう登

山道、観光面でもＰＲしながらやっていくには、倒木、倒れたものがいいと言うけれども、

結構けがをすることがあるので、せっかく県外から、お年寄りから子供が来てくれて登ると

ころで、けがをされたら大変なことだから、もうちょっと力を入れてもらって、頑張ってい

ただきたいと思います。この辺は要望ですけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  有泉委員。 
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○委員（有泉庸一郎君） 地方創生事業のことでちょっとお聞きしたいんですけれども、関連

していることなので、その移住定住の促進事業というのは、今ここにやられていますよね。

今度、商工課で担当するんだと。リニアが2027年でしたっけ、リニアが今度は、駅があそ

こへ出るということになれば、それに関連してその移住定住にも関連してくると思うんです

が、そのリニアに対する議論みたいなものというか、そういうものはなされているんですか。

ここでよろしいんですか。この商工課でやっていくんですか、そういうことは。 

○委員長（小澤重則君） 島田課長。 

○商工観光課長（島田 伸君） リニアの関係につきまして、そういった話が県のほうから来

たりとか、また、どこが所管課ということは、まだ検討されていない状況になりますけれど

も、リニアが来るということになれば、それだけ住みやすい市になると思いますので、今考

えているのは、東京圏に移住相談会があったときに、そういったものも踏まえた話をさせて

いただいているところでございます。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） そういう話もぜひ、この移住定住の問題に関りが出てくるので、市

として議論していかなきゃだめなわけじゃないですか。いずれ、今の課長の答弁だと、どこ

がまだ担当するか分からないようなことを言っているけれども、いずれにしても、そういう

ものを早くからやっぱりやっていかないと、前はリニアの話が出たときに、駅の問題で市長

が、駅に対する甲斐市からのアクセスの話なんかしたことがあったんだよね、その出た当初

ね。その後どうなっているのかなと思ってね。 

  その辺は皆さんも承知しているとは思うんだけれども、そういうことを積極的にやっぱり

早め早めに、議論することなんていうのは別に早くたって構わないわけですから、ぜひそう

いう機運が出るような話を商工観光課でも持っていただきたいなと。市民からもそういう声

が出ていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） 要望でいいですか。 

○委員（有泉庸一郎君） はい。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、２款総務費のうち商工観光課所管事業、５款労働費及び７款商工費並びに13款

諸支出金、１項基金費のうち商工観光課所管分について質疑を終了します。 
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  ここで暫時休憩とし、職員の入替えを行います。 

  休憩を取ります。10時45分再スタートいたします。 

 

休憩 午前１０時３４分 

 

再開 午前１０時４４分 

 

○委員長（小澤重則君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。 

  次に、６款農林水産業費、１項農業費から２項林業費及び11款災害復旧費、１項農林水

産施設災害復旧費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち農林振興課所管分について説明

を求めます。 

  箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） よろしくお願いいたします。 

  それでは、農林振興課の令和２年度当初予算につきましてご説明をさせていただきます。 

  予算参考資料の13ページをお願いいたします。予算説明書につきましては86ページから

となりますので、よろしくお願いいたします。 

  初めに、６款農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費、01農業委員会費につきま

しては、予算額1,295万4,000円で、財源内訳は、国県支出金として農業委員会補助金、残

りは一般財源であります。事業の概要は、農業委員19人及び農地利用最適化推進委員15人

の報酬ほか、農地利用状況調査に係る経費、農地情報システム保守経費、県農業会議等への

法令外負担金などでございます。 

  次に、６款農林水産業費、１項農業費、２目農業総務費につきまして事業別にご説明をい

たします。 

  01農林業関係職員費につきましては、予算額１億1,586万3,000円で、財源内訳は、国県

支出金として農業委員会補助金、その他が農業者年金業務事務委託事業収入等、残りは一般

財源でございます。内容は、農林振興課職員17人分の人件費であります。 

  10農業庶務費につきましては、予算額153万1,000円で、財源内訳は、その他として農業

振興地域農用地証明手数料、残りは一般財源でございます。事業の概要は、農業振興事務に

係る経費と、農業関係６団体への法令外負担金等でございます。 
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  14ページをお願いいたします。 

  次に、６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費につきまして事業別にご説明をい

たします。 

  01農業振興地域整備事業につきましては、予算額３万6,000円で、財源は全て一般財源で

ございます。事業の概要は、農振整備推進協議会委員９人分の報酬等でございます。 

  03水田農業構造改革対策事業につきましては、予算額123万3,000円で、財源内訳は全て

一般財源でございます。事業の概要は、133地区の農政協力員報酬などでございます。 

  04農業資金事業につきましては、予算額４万2,000円で、財源内訳は、国県支出金として

雪害緊急対策事業費補助金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、平成26年２月

の雪害に伴う緊急経営安定化支援対策資金３件分の利子補給でございます。 

  05自立経営体確保、育成促進事業につきましては、予算額855万円で、財源内訳は、国県

支出金として農業次世代人材投資事業費補助金、残りは一般財源でございます。事業の概要

は、双葉農業振興会や棚田等農耕文化保存協会への補助金のほか、農業次世代人材投資事業

費補助金として、本年度も継続交付対象となる２名と、新規就農があった場合の対応分とし

て３名分の計５名分の補助金を計上させていただいております。 

  06地産、地消事業につきましては、予算額890万円で、財源の内訳は全て一般財源でござ

います。事業の概要は、地産地消に係る農業振興事業補助金として、学校給食米の補助金や

やはたいも作付けなどへの補助金でございます。 

  15ページをお願いいたします。 

  07有害鳥獣捕獲等対策事業につきましては、予算額930万5,000円で、財源内訳は、国県

支出金として特定鳥獣適正管理事業費補助金と鳥獣被害防止総合対策事業費補助金及び土地

改良事業等補助金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、有害鳥獣による農作物へ

の被害を防止するための諸経費で、管理捕獲に対する報償費や鳥獣害防止柵の修繕、鳥獣害

防止対策協議会運営補助金及び鳥獣害防止柵設置工事などでございます。 

  10竜王土地改良区事業につきましては、予算額550万円で、財源内訳は全て一般財源とな

ります。事業の概要は、竜王土地改良区の運営管理に係る経費を補助金として交付するもの

で、審議会委員23人の報酬、臨時職員１人分の賃金、水神際の経費、頭首工保守委託料、

重機借上料などでございます。 

  11一般農業振興費につきましては、予算額180万円で、財源内訳は全て一般財源でござい

ます。事業の概要は、農林振興課の事務的経費として、農業用施設維持管理等経費、災害対
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策等重機借上料などでございます。 

  14甲斐市農業活性化事業につきましては、予算額280万円で、財源内訳は、その他として

活性化協議会へのハウス施設貸付収入、残りは一般財源でございます。事業の概要は、市内

の耕作放棄地の解消を図るとともに、地域ブランド化に向けた取組と地域農業の振興を図る

経費として、サツマイモの栽培管理費、焼酎「大弐」の製造に伴う経費などを甲斐市農業活

性化協議会へ補助金として交付しているものでございます。 

  16ページをお願いいたします。 

  15経営所得安定対策推進事業につきましては、予算額125万5,000円で、財源内訳は、国

県支出金の経営所得安定対策推進事業費補助金でございます。事業の概要は、臨時雇用する

職員の経費と一般事務費でございます。 

  16日本型直接支払事業につきましては、予算額2,131万1,000円で、財源内訳は、国県支

出金として日本型直接支払事業交付金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、中山

間地域における農地の遊休化防止対策として19集落への補助、多面的機能支払交付事業と

して、農業者などで組織する３活動組織への補助、環境保全型農業直接支払交付金として１

団体６人への補助などでございます。 

  17農地集積・集約化対策事業につきましては、予算額70万円で、財源内訳は、国県支出

金の農地集積・集約化対策事業費補助金でございます。事業の概要は、農地の借受けに伴う

伐根作業や農地整備を行う借受農地整備事業への補助、経営転換またはリタイアする農業者

等が農地中間管理機構に農地を貸し付け、受け手に貸し付けられた場合に交付される経営転

換協力金でございます。 

  18地域おこし協力隊費につきましては、予算額1,520万7,000円で、財源内訳は全て一般

財源でございます。事業の概要は、隊員の報酬及び活動経費、賃貸住宅等の借上料などでご

ざいます。また、起業支援事業費補助金につきましては、今年度末に退任をする隊員が市内

で起業する場合に交付をする補助金となっております。 

  20農業集落排水事業特別会計繰出金につきましては、下水道事業への繰出金となります。 

  17ページをお願いいたします。 

  31自然休養村管理センター維持管理費につきましては、予算額98万円で、財源内訳は、

その他として使用料及び手数料の管理センター使用料であり、残りは一般財源でございます。

事業の概要は、センターの維持管理経費として、管理消耗品や光熱水費、施設の法定検査委

託料などでございます。 
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  32八木羽湖公園等維持管理費につきましては、予算額193万7,000円で、財源内訳は、使

用料及び手数料であり、残りは一般財源でございます。事業の概要は、公園等の維持管理経

費でありまして、管理消耗品、光熱水費、公園清掃業務委託料などでございます。 

  次に、４目畜産費につきましてご説明をいたします。 

  01畜産振興費につきましては、予算額４万1,000円で、財源内訳は全て一般財源でありま

す。事業の概要は、家畜伝染病等の予防対策に係る経費でありまして、伝染病予防等の薬品

等の購入費などでございます。 

  18ページをお願いいたします。 

  次に、５目農地費につきましてご説明いたします。 

  01土地改良事業につきましては、予算額5,347万8,000円で、財源内訳は、国県支出金と

して農業基盤整備促進事業補助金、市債が合併特例債、その他財源が諸収入の土地改良施設

維持管理適正化事業交付金、残りは一般財源となっております。事業の概要は、土地改良施

設維持管理適正化事業として２路線の水路改修、農業基盤整備促進事業として水路１路線の

測量設計と１路線の農道改修を予定しております。また、経年劣化等による農道・水路等の

補修工事費のほか、工事後の土地分筆登記業務委託、工事に伴う拠出金や賦課金となってお

ります。 

  03県営土地改良事業につきましては、予算額7,815万1,000円で、財源内訳は、国県支出

金として双葉北部地区圃場整備事業における県営土地改良事業事務委託金、市債が合併特例

債、その他が圃場整備事業受益者負担金、残りは一般財源となります。事業の概要は、県営

広域営農団地農道整備事業の茅ヶ岳東部広域農道整備事業への負担金や、県営土地改良中山

間地域総合整備事業の双葉北部圃場整備事業等への負担金、県営かんがい排水事業の楯無堰

改修への負担金、土地改良施設耐震対策事業の竜地ため池の負担金、その他、農林漁業資金

償還金、土地改良事業団体連合会への事業賦課金などでございます。 

  19ページをお願いいたします。 

  04農林業施設維持管理事業につきましては、予算額1,221万9,000円で、財源内訳は、そ

の他として中山間ふるさと・水と土保全対策基金からの繰入金、残りは一般財源であります。

事業の概要は、茅ヶ岳土地改良連合へのかんがい排水施設維持管理負担金等、農業用施設の

維持管理に係る経費、農道未登記の解消に係る分筆登記等業務委託、また、茅ヶ岳東部広域

農道の維持管理経費、ため池施設等の維持管理経費などでございます。 

  05土地改良区施設改修事業につきましては、予算額872万1,000円で、財源内訳は、その
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他として上堰頭首工本復旧事業関係自治体負担金、残りは一般財源であります。事業の概要

は、現在工事が進められております上堰頭首工本復旧工事において、令和元年５月の豪雨に

より、復旧工事が既に完了した箇所の一部において護床ブロックが破損をしたため、令和２

年度に復旧工事を行うこととなったことから、工事費の８％分を関係自治体負担金として計

上させていただいております。また、高岩頭首工の河川法に基づく河川占用期間が令和３年

末で満了となることから、河川占用更新の手続に必要な関係書類の作成業務委託を行う予定

でございます。 

  次に、６目中北部活性化事業費についてご説明をさせていただきます。 

  01中北部活性化事業につきましては、予算額2,123万4,000円で、財源内訳は、その他と

して使用料及び手数料の滞在型市民農園使用料及び日帰り型市民農園使用料とクラインガル

テン基金繰入金となります。事業の概要は、甲斐敷島梅の里クラインガルテン施設の維持管

理に係る経費でありまして、施設の修繕料、指定管理料、農園借地料などでございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  次に、２項林業費、１目林業振興費についてご説明をいたします。 

  01林業振興費につきましては、予算額547万円で、財源内訳は、その他として森林管理基

金繰入金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、林地台帳管理システム保守委託の

ほか、今年度より国から交付されている森林環境譲与税を活用した、森林所有者への経営管

理意向調査のための準備業務委託、森林組合経営基盤強化事業費補助金や法令外負担金など

となっております。 

  02松くい虫防除対策事業につきましては、予算額765万5,000円で、財源内訳は、国県支

出金として県支出金の松くい虫被害対策事業補助金及び造林事業費補助金、残りは一般財源

となります。事業の概要は、松くい虫による被害木の処理に係る経費で、松くい虫防除事業

委託料、昇仙峡の松の緑を守る会負担金などとなっております。 

  次に、２目治山林道費についてご説明をいたします。 

  02林道費につきましては、予算額1,229万4,000円で、財源内訳は全て一般財源でありま

す。事業の概要は、林道の改良工事費のほか、重機借上料、事務消耗品などであります。ま

た、安寺自治会へつながります安寺沢林道におきまして、年に数回、大小の落石が見られ、

車両の通行に支障を来す状況が発生していることから、落石防護のための工事に向けた測量

設計業務委託経費を計上させていただいております。 

  次に、03治山費につきましては、予算額257万円で、財源内訳は全て一般財源でございま
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す。事業の概要は、のり面保護等の治山工事費、重機借上料、原材料費などであります。 

  21ページをお願いいたします。 

  11款災害復旧費、１項農林水産施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧費についてご

説明いたします。 

  01現年度農林水産施設災害復旧費につきましては、予算額50万円で、財源は全て一般財

源でございます。事業の概要は、緊急災害時の復旧工事費、重機借上料でございます。 

  02過年度農林水産施設災害復旧費につきましては、予算額7,195万1,000円で、財源内訳

は、国県支出金として農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助金、市債が補助直轄災害復旧

事業債、その他が関係自治体負担金、残りは一般財源でございます。事業の概要は、平成

30年の台風24号により被災をしました楯無堰頭首工の災害復旧工事を行うもので、当初、

平成30年度からの繰越し事業として今年度執行する予定でございましたが、設計内容の一

部見直し等による国との事業変更協議に時間を要することとなり、年度内での完成が見込め

ないこととなったため、令和２年度に改めて予算を計上させていただくものでございます。 

  次に、13款諸支出金、１項基金費、４目渇水対策施設建設等基金費、01渇水対策施設建

設等基金積立につきましては、予算額２万5,000円で、財源内訳は、その他として渇水対策

施設建設等基金の利子でありまして、基金への積立金であります。 

  22ページをお願いいたします。 

  ５目中山間ふるさと・水と土保全対策基金費、01中山間ふるさと・水と土保全対策基金

積立につきましては、予算額１万3,000円で、財源内訳は、その他として財産収入の中山間

ふるさと・水と土保全対策基金の利子でありまして、基金への積立金でございます。 

  11目クラインガルテン基金費、01クラインガルテン基金積立につきましては、予算額670

万7,000円で、財源内訳は、その他として使用料及び手数料のクラインガルテン入会金及び

滞在型市民農園使用料、財産収入のクラインガルテン基金の利子となっておりまして、基金

への積立金となっております。 

  16目森林管理基金費、01森林管理基金積立につきましては、予算額991万9,000円で、財

源内訳は全て一般財源で、森林管理基金への積立金となっております。なお、今年度より国

から交付をされております森林環境譲与税でございますが、当初、令和元年度から令和３年

度までの３年間については年額466万7,000円が交付される予定でございましたが、近年、

自然災害による甚大な被害が発生していること等を考慮し、譲与額が前倒しで増額をされる

こととなりまして、令和２年度から３年度につきましては、今年度の約2.1倍となります
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991万8,000円が交付される予定でございます。 

  以上が農林振興課の令和２年度の当初予算の内容となります。ご審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ご説明、長くありがとうございます。 

  まず、18ページの県営土地改良事業の中で、楯無の排水負担金が2,850万ですか、あるわ

けですけれども、これは、昨年の繰越明許とか過年度分の7,150万ですか、21ページにあり

ますね、これを合わせて、今年度はこの金額になおかつ2,850万を合わせて工事をするとい

うことですか。そこのところをちょっとお願いしたいですけれども。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 先ほどご説明させていただきました楯無堰の頭首工の災害復

旧工事につきましては、こちらのかんがい排水事業とは別の工事になります。かんがい排水

事業につきましては、純粋に楯無堰の改修ですね、水路改修970メートルとトンネルの

1,483メートルを平成30年からもう着手しておりますけれども、令和６年完成ということで、

総事業費12億3,700万円を予定しておりますが、その工事が始まるということで、その初め

ての負担金ということで、2,850万円が負担金の額というような形になります。ちなみに、

韮崎が862万5,000円、北杜が37万5,000円を予定しておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） はい、分かりました。ありがとうございます。 

  では、その項目の中に、土地改良の耐震の中で、竜地のため池なんですけれども、大体、

進捗状況を教えてほしいですけれども、よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 小松係長。 

○農林基盤整備係長（小松利也君） 竜地のため池についてお答えいたします。 

  この事業は、平成29年度から令和２年までの期間の予定をしておりまして、今年度まで、

令和元年までの執行といたしましては、割合で92％の進捗になっておりまして、令和２年
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度に予定をしているのが４％、そして最終、令和３年度に残りの４％という進捗状況となっ

ております。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  今の説明だと、ほとんど、92％ということは、もう９割がた完成ということなんですが、

一度、箭本課長ね、現地調査ということで、できれば早めのときに見たかったんですけれど

も、今年度は道路認定が多過ぎていろいろあったと思いますけれども、一度ぐらいはこの中

間ぐらいに見てほしかったというのが、私個人ではなく金丸委員長も、多分そんなふうに思

っているんじゃなかろうかと思いますので、またそういう工事がありましたらお願いしたい

と思います。 

  委員長、続けていいですか。 

○委員長（小澤重則君） はい、どうぞ。 

○委員（藤原正夫君） その19ページのクラインガルテンの施設改善費が、来年度700何がし

あるんですけれども、改修工事ということで、滞在型の場所というか、どんなふうな修繕工

事をするのか、内容についてお示し願いたい。お願いします。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） クラインガルテンの修繕なんですけれども、計画的な修繕を

しておりまして、ウッドデッキの修繕を３棟、土留め修繕を10区画、そして生け垣の修繕

を６区画、腰板の修繕を２区画を予定しておりまして、そのほかの修繕としまして33万円

を盛り込んでいるものです。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  毎年毎年のようにやっていると思うんですけれども、ウッドデッキは椋ということで、幾

らいい材質を使って塗装しても、雨ざらしということで毎年毎年そのぐらいかかるというこ

とであれば、あそこは初め、当初、村おこし、町おこしの一環の中で、田舎づくりをメイン

にしたと思うんですけれども、そろそろそのウッドデッキなりも考える必要があるんじゃな

いか。アルミにするとか、何とかそういうふうな策を考えなければ、ずっとこのままでいき

ますと、毎年、西自治体、東自治体、かなりの棟数があるので、どこかは毎年その700万、

800万を使っていかなきゃならないので、そこはちょっと考えたほうがいいと思いますけれ
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ども、これは私の要望というか意見でありますので、ぜひのんでいただきたいと、こんなふ

うに思います。 

  最後になります。20ページの02林道費の中に、今年度、臨時ということで安寺林道の防

止工ということで、測量設計委託事業が700万円とあるんですけれども、設計測量で700万

てかなりすごい金額なんですけれども、内容的にはどんなことかお願いをしたいですけれど

も、よろしくお願いします。教えてください。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） お答えさせていただきます。 

  先ほどご説明しましたように、安寺沢林道につきましては、例年のように落石がありまし

て、自治会をつなぐ主要な道が、一時的ですけれども閉ざされてしまうというような状況が

生じております。自治会のほうからも、落石防止等の策を講じてくれないかというふうなご

要望がございまして、令和２年度におきまして、最終的には落石防止用のネットを張ろうか

なというふうに考えております。そのための設計を令和２年度にしたいということで、現在

考えております総延長でございますけれども、373メートルほど、400メートル弱ですね、

この区間についての調査設計等をしたいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 防止工ということで、網ですね、それが一番あれだと思うんですけれ

ども、分かりました。その約400メートル弱が設計委託で700万ということで、多分これは

それだけ見ているということはかかるのかなと思うんですけれども、ありがとうございまし

た。内容について。 

  以上であります。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 16ページの農業集落・集約化対策事業ということで、経営転換協力

金という事業があるんだけれども、これはどういう事業ですかね。 

○委員長（小澤重則君） 高須係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（高須秀樹君） 経営転換協力金でございますけれども、こちら

は、中間管理機構、山梨県の場合は農業振興公社になりますけれども、そちらを通じて貸し

借りをする、利用権設定する場合ですけれども、全てもう農業をやめると言って全てを貸し



－221－ 

付ける、借りる相手も見つかった場合については、もうリタイアということでそちらをお出

しするようになっています。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ちょっと内容がよく分からないんだけれども、結局、農業をやめる人

が県を通じてどこかに貸して、そのためにこの協力金ということで、誰がどこに払うんです

か。 

○委員長（小澤重則君） 高須係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（高須秀樹君） こちらのほうですけれども、これは県の補助金

に、10分の10の補助金になっておりまして、これを、利用権を設定して農業をやめる方に

対して、県の補助金10分の10ですけれども、こちらをリタイアする方にお出しするという

ものになっております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） これが毎年計上されるということは、実績というか、その事業に関し

て恩恵を受けているというか、対象になっている人がいるということですね、農業者。 

○委員長（小澤重則君） 高須係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（高須秀樹君） 今年度、昨年度はありませんでした。来年度に

つきましても、貸す人と借りる人が話がまとまった場合で、借りる人が決まって、貸す人は

もう全て農業をやめるといった場合について対象になってきます。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 結局、その貸し手と借り手がいないとその農地は耕作放棄地みたいに

なっちゃうわけじゃないですかね。その点について、対策というか、その辺のところをちゃ

んとやっていかないと、なかなか農業に関して衰退する一方だと思うんです。耕作放棄地を

少なくするためには、その点について市としてどういう形でもってその取組をしているかと

いう、その辺のところはどうなっていますか。 

○委員長（小澤重則君） 高須係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（高須秀樹君） 現在、農地銀行というものがありまして、農地

を貸したい、売りたいという方に登録をしていただきまして、借りたいという問い合わせが

来た場合については、それを地図と一覧表でお示しして、この場所どうでしょうかというよ

うなあっせんをしております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 
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○委員（内藤久歳君） それで、そういった農地銀行をやることによって、そういった成立と

いいますか、借りる人が出てきているんですか。実績は。 

○委員長（小澤重則君） 高須係長。 

○農業委員会事務局庶務係長（高須秀樹君） 現在のところ、貸したい、売りたいという方の

ほうが圧倒的に多いんですけれども、昨年度の実績になりますけれども、６件、面積で言う

と8,973平米がこの農地銀行を通して成立しております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 18ページの農業基盤促進事業で、先ほどの説明で、水路と農道とい

うことで1,100万ほど予算計上してあるんだけれども、これはどこをやるんですか。18ペー

ジ、農業基盤促進整備事業。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 令和２年度に予定しておりますのが、寺平地内の水路改修の

測量設計、それから農道清水端１号線、これは旧双葉になりますけれども、そちらの、令和

２年度が最後になりますけれども、農道の改良工事を予定しております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、この整備をするに当たって、その年度年度によって事業費に

ばらつきがあるんだけれども、これを整備するについては、どういった形の中でここをやる

という予算措置、それから地域の要望とか、そういうものの基準というか、その辺はどうい

う形でこういう事業化をしていくんですか。 

○委員長（小澤重則君） 小松係長。 

○農林基盤整備係長（小松利也君） 基盤整備事業につきましては、基本的には地元要望から

スタートをいたします。それで、予算的なことにつきましては、申請とか書類のものがある

んですけれども、これは水路の場合と農道の場合と２つに分かれまして、水路につきまして

は事業費の60％、農道につきましては50.5％の国県補助金を財源としております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 最後です。 

  どこであれしたか、双葉のほうでネギを今、特産品として取り組んでいるんだけれども、

この点について、補助金というか、市がその特産に対して補助とかそういうものを出してい

るのかどうなのか。これはどこに入っているのか、入っていないのか、その辺のところは。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 
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○農林総務係長（久保欽一君） ネギの関係につきましては、こちらには一切入っておりませ

ん。本年度、ネギの部会のほうで県の単独補助金を活用しまして、選別機とマルチプラウと

いう掘るものですね、それを購入しました。 

  今後も、必要になれば県の補助金を活用してやっていきたいという意向でありますが、令

和２年度につきましては、まだ今のところ、そういう活用するというものはないと。ただ、

令和３年度につきまして、このまま順調にいった場合、ネギの端っこを切りながら、長さを

整えながら皮をむくという一連の作業をするという機械があるんですが、それを県の単独補

助金を利用して購入したいという意向があるようです。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） この件については、建設常任委員会で視察も行ったり、いろいろ説明

を受けているわけですけれども、やっぱり農業従事者が、耕作放棄地も含めて市の特産品に

しようという意気込みでやっているわけですよ。今の話だと、県の補助金とかそちらを活用

しながら事業を進めているということなんだけれども、県もだけれども、市もやっぱりそう

いう点で何か予算措置をして、そしてやっぱり特産品化を進めていくということに財源を投

じる必要があるんじゃないかという気がします。 

  それで、その点に関してまだ、今年度の予算に何か入っていると思ったら、何も市として

入っていないということじゃないですか。そして一方では、あっちの赤坂台活性化事業の中

で、市も結構いろんな面で財源を投入しているわけじゃないですか。そうすると、特産品と

いうことを考えれば、ある程度同じ位置づけでやっていく必要があるんじゃないかなという

ふうに思うんです。 

  だから今後、ネギについても、若い人が従事して頑張っているんだから、そういう点はや

っぱり市も姿勢を見せて、盛り上げていくということをきちっとやらないとうまくないんじ

ゃないかと思うよね。その点についてどうですか、部長。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） おっしゃるとおりだと思います。白ネギの部会をやられてい

る方は若い方で、本当に熱心に前向きで、頑張っていきたいという話を聞いております。実

際、私も会って何回かお話をしたことがあります。今年度から事実上できたということで、

計画自体がまだちょっと不安定なものだという形の中で、２年度については、とりあえず今

年度買ってもらったからいいよというような話なんですが、今度、向こうの意向だけじゃな
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くて、赤坂とかそっちのもありますので、こっちの市役所サイドとして、こんなこともでき

るんじゃないかなと、こういうことはどうだいと、そうすれば予算が取れるかは私もちょっ

と保証はできかねますけれども、そういうことをやりたいということであれば、財政当局と

折衝して何とかしようかなという話ができると思います。 

  今、ちょっと市自体がまだビジョンが見えてこないので、受け身の態勢になっていますが、

それだけじゃいけないと思います。今後は、生産者と連絡を密に取って、こちらからも提案

できるようにちょっと勉強していきたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ぜひ、新しい事業だと思うので、やっぱりむしろ生産者というか、そ

ういう方々の後追いじゃなくて、やっぱり市が先導して支援をしていくという形を取っても

らいたいですけれども、今後取り組んでもらえればいいと思います。よろしくお願いします。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） お願いします。 

  19ページの⑤高岩の図面、基本的には、市のほうからこういうふうにしてもらいたいみ

たいな基本があって図面を発注するわけだろうけれども、その基本のコンセプトの部分はど

んな考えで業務委託をするんですか。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） こちらの業務委託につきましては、今現在設置をしてありま

す施設の更新という形になりますので、新たな施設を設けるための占用の関係の書類ではご

ざいません。占用期間が令和３年３月末で切れてしまいますので、そこから継続して10年

間占用するための手続に必要な書類を作成するということでございます。 

  高岩頭首工につきましては、現在、県のほうで、高岩の頭首工、固定堰も含めてですけれ

ども、大規模な改修の計画を今していただいております。今年度、その事業ができるかどう

かを県の内部で検討していただいて、それがおおむねオーケーだというふうな形になったよ

うでございますけれども、令和２年度において調査の業務を行います。令和３年度に測量設

計等を実施する予定で、大規模改修につきましては、県が主体になってやる工事になります

けれども、令和４年度以降に計画を現在のところしておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 
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○委員（斉藤芳夫君） ということは、頭首工の工事のことだけで、取水口のことについては

何も考えていないということですよね。市の単独施設になると思うんだけれども。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 現在のところは、高岩の頭首工の釜無川の河川の中にある施

設の改修がメインになっておりますけれども、いずれ、市内に水を配るためのもろもろの施

設につきましても、設置後複数年がたっておりますので、いつかの時期でその見直し等はし

ていかなきゃいけないのかなというふうに考えておりますが、現在のところはまだ具体的な

計画策定案はございません。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 次のページかな、20ページの森林の関係の01の森林所有者意向調査

準備業務委託407万、この407万円がそのままその他財源になっていて、さっき何か説明が

あったですか。どこかからの負担金ですか。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 森林所有者意向調査準備業務委託の関係につきましては、森

林環境譲与税、今年度は466万7,000円でしたけれども、次年度991万8,000円の入が見込ま

れておりますので、そちらを財源に充てたいというふうに考えております。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） あ、そう、そういうこと。その基金のほうに991万8,000円が積立て

にいくように、次のページ、22ページにはなっていますよね。そこから支出が470万出ると

いうふうにはちょっと想像できなかったんだけれども、そこら辺はどうなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 森林環境譲与税として市のほうに入りまして、そこから基金

のほうに入ります。基金から取崩しの中で、森林の林業振興費としまして、その他の中にあ

ります財源のほう、407万円に入ります。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  金丸副議長。 

○委員（金丸幸司君） 16ページの地域おこし協力隊についてちょっと伺います。一番下の
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起業支援事業というのがありますけれども、補助金で、国からの補助金がたしか出ているか

と思うんですけれども、今回一般財源なんですけれども、これについてちょっと説明を頂き

たいんですけれども。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） この400万円は、市の単独の補助金になります。 

○委員長（小澤重則君） 金丸委員、もう一回、じゃ、ちょっと質問してください。 

  丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） ここ自体には、国の財源があてがわれるのではなくて、特別

交付税としまして財政のほうに入ってくる金額の中に、そういった交付金の中があるかと思

います。 

○委員長（小澤重則君） 金丸委員。 

○委員（金丸幸司君） じゃ、ほかにも国から受ける補助金等も実際あるにはあるということ

ですか。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 地域おこし協力隊の場合ですと、上限が１人当たり400万円

と決まっております。その中で報償費が250万円だったりというもので、あとは、今、協力

隊が泊っている家賃、そして車などの借上料なども市の財源になっていますけれども、実際

は特別交付税として入ってきております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 17ページ、自然休養村管理センター、これはいつもいろんな形で問

題になっているんですけれども、これはたしか国の補助金で、農林水産省の、あと何年残っ

ている。分かりますか。 

○委員長（小澤重則君） 根津係長。 

○環境土木係長（根津秀樹君） 補助金については、耐用年数が50年となっていまして、今、

残りが昨年度で13年です。今年度で、今度、12年度、補助金の耐用年数が今残っていると

ころです。 

  以上になります。 
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○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 基本的に50年ということだよね。毎年これは98万という形で維持管

理費がかかっているけれども、これは長寿命化というところでまたいろいろ問題になってい

ると思うんだけれども、できるだけ早くこういったものは方向づけをきちっとしておいたほ

うがいいと思います。これは意見として述べています。この辺の今後のその使い道というか、

それをできるだけ早く検討していただきたいと思います。 

  委員長、別件で。 

○委員長（小澤重則君） はい、続けてください。 

○委員（赤澤 厚君） 次の18ページ、県営土地改良事業のところで、県営広域営農団地農

道整備事業が85万、これは計上してあるんだけれども、これ、ちょっと内容を教えてくれ

ますか。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 広域営農団地農道整備事業という名の茅ヶ岳東部広域農道に

関する事業でございますけれども、令和２年度、県のほうで予定をしております事業費が、

これは頂いた資料の数字でございますけれども、1,000万円を予定しております。このうち

市が10％、１割を負担することとなります。関係する市は、韮崎市と甲斐市の２市でござ

いまして、本市については10％のうちの85％、韮崎市が10％の内訳の15％を負担すること

となりますので、1,000万円掛ける10％掛ける85％ということで、本年度、85万円を計上さ

せていただいております。 

  工事の内容等については、具体的にはまだ伺っておりません。ただ、橋の東根から県道の

甲府昇仙峡線について、まだ未供用の部分が約2.何キロございますけれども、その部分の

用地買収が今年度、９名のうち７名の用地買収が済みました。昨年の10月の中旬から年末

にかけてですけれども、というふうなある程度の進捗をしたというふうな状況もございます

ので、県のほうも、用地買収が済んだようなところ、できるところについては少しでも早く

手をつけたいというふうな考えがあるようでございますので、そういった部分の経費に使わ

れるのではないかというふうに考えております。ただ、具体的に工事をやります、何をやり

ますというのは聞いていないので、申し訳ございませんが、その答えとさせていただきます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これは県の事業だから、当然、細かいことは県のほうでやると思うけ

れども、基本的に、そうは言っても甲斐市の利用するところなので、できるだけ早くこれは
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内容等を聞いて、これはもうかなり遅れている工事なので、できるだけ、せっかく1,000万

ついたから、早く工事が完了するように、また鋭意努力をしていただきたい。これは要望で

結構です。お願いします。 

  最後、もう一件。 

○委員長（小澤重則君） はい、続けてください。 

○委員（赤澤 厚君） 20ページ、林道費ということで、林道工事費ということで495万つい

ているんですけれども、このちょっと内訳を教えていただけますか。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 林道工事費495万円の内訳でございますけれども、現在、上

菅口漆戸線の作業道の整備を少しずつですけれどもさせていただいております。昨年度まで

は事業費を320万円計上させていただいて、約、延長で30メートル程度ずつ工事をしており

ましたけれども、なかなか事業のほうも進んでいかないというふうなことの中で、厳しい財

政状況の中ではございますけれども、少しでも整備延長を延ばして早期開通ができればと鋭

意努力したいというふうな考え方の中で、今年度、事業費を175万円上乗せさせていただき

まして、495万円とさせていただいておるところでございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これは僕らもよく要望した経緯もあるんだけれども、今年度は175万

上げて、本当にこれは評価したいと思います。本当にありがとうございます。 

  基本的に避難的な林道になる可能性があるので、また鋭意努力して、できるだけ多くの予

算を取っていただいて、できるだけ早く開通をお願いしたいと。これは要望で結構です。お

願いします。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） すみません、20ページの02の松くい虫の件なんですけれども、これ

は国県支出金から出ていますけれども、甲府の方とか県の方にちょっと伺ったんですけれど

も、この昇仙峡の一番格好いい岩のあの前のところの松が、物すごいやっぱり観光資源とし

てどうなんだろうというように大変で、特に甲府の人たちは、すごい何か悩んでいるらしい

んですけれども、今回、この防除事業の委託料とありますけれども、これはもう計画は決ま

っているんでしょうけれども、どこなんですか。 
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○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 今回の松くい虫の防除事業のところですけれども、吉沢地区

の今おっしゃっていただいた昇仙峡の周辺を考えているのと、双葉で言いますと、大垈を考

えております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 昇仙峡のところも、甲斐市にとっても一応観光資源として考えている

部分ですので、よく連携を取ってしっかりと対応していただきたいと思います。 

  続けていいですか。 

○委員長（小澤重則君） はい、どうぞ。 

○委員（保坂芳子君） 14ページの05の自立経営のところなんですけれども、農業次世代の

人材投資、これ５人分とさっきおっしゃったと思うんですけれども、平等に割ってこれ５人

に分けるということなんですか。内容をちょっとお伺いします。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 

○農林総務係長（久保欽一君） ５人分の内訳でございますが、これは５年間の補助金でござ

いまして、５年目の方が１名、２年半の方が１名、それで新規の方を３名分用意してござい

ます。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 状況はどうなんでしょうかね。この５年目の方とか新規の方とかのそ

の将来性というか、そういったところをちょっと含めて、簡単にちょっとご説明願います。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 

○農林総務係長（久保欽一君） 今までこの補助金を使いまして新規就農した方が10名おら

れます。この10名のうち残念ながら１名につきましては、２年目の段階で病気になってし

まいまして離農をいたしました。９名ということでございますが、９名のうち昨年までに受

給が完了した７名につきましては、こちらで定着をしておるところでございます。この補助

金を使っている間に機械等を購入しまして、皆さんこれで、農業で食べていけるというめど

が立っている状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 終わった後も相談業務とか、しっかりと面倒を見ていただければと思

います。ずっと定着できるようにお願いしたいと思います。 
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  もう一点だけいいですか。 

○委員長（小澤重則君） どうぞ続けてください。 

○委員（保坂芳子君） 07の15ページの鳥獣害防止柵設置なんですが、今年度はどこのとこ

ろを。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） こちらは、漆戸地区で鳥獣の防止壁の設置工事をしておりま

す。２年目になります。こちらのほうの工事、今年ですけれども、160メートルほど作りま

して、その延長として、２年目の工事としてまた計画しておるものです。およそ160メート

ル、同じくらいを予定しております。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 主に何の動物を防止するんですか。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） こちらの漆戸地区、猿はおりませんので、基本的にシカとイ

ノシシを考えております。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） 20ページの林業振興費なんですけれども、先ほど斉藤委員から出た、

その森林所有者意向調査準備業務と書いてあるので、準備の段階のことなのかなと思うんで

すけれども、準備の段階でこんな400万円てかかるのかどうかというのが、ちょっと内容を

教えてもらいたいです。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 森林所有者意向調査のまず準備段階になります。こちらのほ

うでは、森林の、人工林の所有者の山林の状況を見まして、その中で、全ての所有者に意向

調査を行うわけではなくて、管理が適切にされていない森林をピックアップいたしまして、

そこから意向調査を開始していくこと、そして優先順位を決めていくこと、ゾーニングをす

るというような作業を伴います。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） とすると、来年度以降から、今度その意向調査になって、最終的には、
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そこを管理していく業者さんにつなげていくということだと思うんですけれども、それは全

体でどのぐらいの年数を考えて今計画をされているということですか。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） その件も含めまして、意向調査の中で、どのくらいの割合で

作業が終わるかというのを考えていきたいと思っております。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） クラインガルテンのことでちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） 何ページでしょう。 

○委員（五味武彦君） まずは22ページの基金費。 

  昨年度の予算が70万ぐらいで、今年、その他ですね、要するに入会金等積立になると思

いますけれども、600万円ぐらい増えているんですよ。多分これは入会金とか契約の更新と

かいろいろあって増えているとは思うんですが、ここはこれで、その基金というのは今どの

くらいあるんだか、クラインガルテン基金というのは。 

  今年度670万ということであれば。すみません、資料にありましたか。 

○委員長（小澤重則君） 丸茂係長。 

○農林振興係長（丸茂貴幸君） 平成30年度末といたしまして6,081万6,000円ございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） それで、これは今度は19ページのほうに入るんですが、活性化事業

のクラインガルテンの欄、その他収入、これは使用料とかいろんな形で2,100万、要するに

一般財源を全く投入しないで入会金とか使用料で賄っているとは思うんですが、基金費が今

6,000万あるという中で、先ほど藤原議員もおっしゃっていたんですが、施設修繕費が740

万と。要するに、そのクラインガルテンの方々の要望を全てやるんじゃ、もうちょっと予算

があると思うんですよ。そうすると、その基金費の中からある程度支出するということは可

能だとは思うんですが、特に基金費の使い道というのは特定して今決めているのか、将来的

にもうクラインガルテンをどうするか、その基金費を使ってどうするかというところまでち

ょっとお話しいただけるとありがたい。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 
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○農林振興課長（箭本 太君） 基金につきましては、今御質問ありましたように、クライン

ガルテンの本体自体とかもかなり経年に伴って壊れてきたりというような部分がございます。

行く行く大規模な改修等も出てくると思いますので、そのときのために基金に積立てをして

おくという部分もございます。その賦課の部分で、先ほど丸茂係長のほうからも説明させて

いただきましたが、小規模な修繕等についてはその財源を充てて対応しているというふうな

状況でございますので、今6,000万円ほどありますけれども、今現在、近々に何をというふ

うな計画はございませんけれども、そんな状況でございます。 

○委員（五味武彦君） 結構です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 農業振興費の中の…… 

○委員長（小澤重則君） 何ページでしょう。 

○委員（有泉庸一郎君） ページで言うと15ページね。14番の甲斐市の農業活性化事業とい

う項目の中で、甲斐市農業活性化協議会の補助金というのがあります。この農業活性化協議

会という組織の内容と活動状況をお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 

○農林総務係長（久保欽一君） 甲斐市農業活性化協議会につきましては、サツマイモの関係

ですね、黄金千貫等の栽培、また大弐の製造等をしておりまして、耕作放棄地の解消に取り

組んでいるという状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） これは、黄金千貫、要するに大弐に特化した協議会ですか。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 

○農林総務係長（久保欽一君） 大弐だけではございませんで、赤坂とまと等も含めての耕作

放棄地の解消ということになります。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） メンバーは。 

○委員長（小澤重則君） 久保係長。 

○農林総務係長（久保欽一君） メンバーにつきましては、みらい農協、また新規就農者、そ

れから双葉農業振興会、また、ゆうのう敷島、それから商工会の会長、また農業委員会の会
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長、副会長等でございます。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 今聞くと、えらくいろいろなメンバーがあちこちから入っている割

には、活動状況がはっきりしないよね、余り。何か特化したような感じ、その黄金千貫とト

マトみたいな説明だったじゃないですか、今。もっとこれ、これだけのお金を協議会のほう

で、280万というんだけれども、お金を使っているんであれば、効果があるようなやっぱり

活動をしていかなきゃうまくないんじゃないですかね。どうですか、その辺は。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） 甲斐市農業活性化協議会につきましては、当初、合併当時は

赤坂地区活性化協議会という名称で、赤坂のあそこの場所に特化したような組織でございま

した。当初、その赤坂の遊休農地、荒廃農地等の解消を少しでも図っていこうというふうな

ことの中で、そういった名称で、あそこにトマトのハウス施設等を建てたりして、併せて、

焼酎「大弐」の原料である黄金千貫等の栽培も積極的に行っていただいてきたという経緯が

ございましたが、その後、合併して数年たって、そこに特化する団体ではなく、甲斐市全体

の農業の活性化を考えていく協議会にしたほうがいいんじゃないかというふうなことの中で、

双葉地区の農業関係者の団体の方々にも参加をしていただいて、名称を改めたというふうな

経緯がございます。 

  今、有泉議員さんのほうからお話がありましたように、今現在、主は、大弐のサツマイモ

作りを手伝っていただくとか、トマト栽培というふうなものになっておりますけれども、今

後は、おっしゃったように、双葉のほうでも、先ほど来ありますけれども、白ネギというふ

うなものに一生懸命取り組んでいるというふうな状況もございます。そういったものへのお

手伝い、手助け、サポートやなんかというふうなものにもつなげていけたらなというふうに

考えておりますので、今後ちょっと検討させていただければと思います。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 今、課長が答弁されたんだけれども、最初は赤坂の農業活性化協議

会だったやつが、何回もこれも一般質問等で僕もやって、ようやく、赤坂を甲斐市という名

称に変えていただいたんだけれども、現実的には、今、課長が答弁されたように、やっぱり

全体の農業活性化のための協議会でなくちゃいけないわけよね。もうこれは何回も何年も言

っている話なので、もっと積極的な農業活性化に取り組んでもらいたい。これだけのお金が
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投入されているわけだから、何しろ農業が甲斐市全体で活性化できるようなものに使ってい

ただいて、どういうようにしていくかということをよく考えていただきたいんだよね。大弐

もそうだし、トマトもそうだし、この持続的に、ずっと継続的にやっていけるかどうかとい

うのだって実際問題になっているわけでしょう。そういうところの辺もきちっと、こういう

せっかくの協議会だから、実のあるような協議会にしていただきたい。強く要望させていた

だきたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） 要望でよろしいですか。 

○委員（有泉庸一郎君） 要望でいいです。いろいろ言ったって答弁がね。 

○委員長（小澤重則君） 要望でよろしいですね。 

○委員（有泉庸一郎君） いいです。それで、もう一点いいですか。 

○委員長（小澤重則君） はい、続けてください。 

○委員（有泉庸一郎君） その上の11番の一般農業振興費の中の農業用施設維持管理等の経

費というのがありますよね。この中に、例えば本途堰の土地改良区の取入口、塩川から取り

入れしていますよね。そういうものの費用とかというのはこの中に入っているんですか。 

○委員長（小澤重則君） 箭本課長。 

○農林振興課長（箭本 太君） はい、そのとおりでございまして、双葉地区で言いますと、

有泉委員さんが今おっしゃっていただいている二川の自動ゲートのことだと思いますけれど

も、そちらのほうの電気料等をこちらのほうの予算で対応させていただいております。その

ほかに、それぞれ３地区に農業用の給水栓の水道が設置してございますけれども、そちらの

水道の料金等もこちらの経費で支払いをさせていただいております。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） その今言った３つの給水栓の費用とか、ここに入っているというよ

うな答弁があったんだけれども、本途堰の塩川から取入口があるじゃないですか、あそこの

やつ、ああいう費用というのはどこへ計上しているんですか。 

○委員長（小澤重則君） 塩川からの取水のゲートのことだと思いますけれども、そちらの費

用はうちのほうで支出をしておりませんので、恐らくそれぞれの土地改良区、本途堰土地改

良区のほうで支出をしているんではないかと思われます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 
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○委員（有泉庸一郎君） 土地改良区でやるんだと、今、負担しているんだということなんで

すが、本途堰の土地改良区はその耕作者の負担金で賄っているんでしょうけれども、やっぱ

り市としてもそういうものというのは、今、皆さんご存じだと思うんだけれども、非常に取

入口といってもものすごく簡単な取入口になっているんだけれども、そういうようなものに

対して、市で整備しようというような気持ちはないですか。どういうようなあれですかね。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） 本途堰とか大垈堰とか楯無があります。施設自体は市のもの

ではございませんで、土地改良区の持ち物という形でございますが、今現在、楯無堰ですか、

頭首工も含めて水路、トンネル等も改修するという形の中で、そういう事業を本途堰のほう

でやりたいというんですか、立てていただければ、私どもは、国・県、また市のお金を何と

か使うというんですか、援助して、そういう改修とかそういう形のほうは持っていけるのか

なと思っています。 

  ただ、具体的に本途堰の土地改良区から、あそこを改修したいよとか、堰の補修をどうの

というお話がまだ具体的に聞ておりませんので、それは来なきゃいいというものではないの

で、ちょっとその辺はまた新年度になって修繕時期を迎えますので、そういう土地改良区の

役員さんと、改修の方向はどうなんですよというお話はさせていただいて、その方向が出た

といいますか、という形になれば、市の単独のお金だけではなくて、そういう活用できる補

助金とかそういうのを研究して、じゃ、こういうことができるんじゃないかなという話し合

い等もしていきたいと思っています。 

  言い訳になりますが、令和２年度については、具体的なお話がないので、とりあえず通常

の、さっき言いました自動ゲートとかそういうものの電気代のほうを盛らせていただいてあ

ります。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 今答弁いただいたように、土地改良区が幾つかあるわけですから、

今、部長が答弁されたように、やっぱり折あるごとに話を市のほうからもしていただかない

と、向こうから言ってくるのを待っているというのもおかしな話で、やっぱりそういう積極

的な姿勢を見せていただければと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、６款農林水産業費、１項農業費から２項林業費及び11款災害復旧費、１項農林

水産施設災害復旧費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち農林振興課所管分についての

質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。御飯にいたします。 

  １時半から再開いたします。よろしくお願いします。 

 

休憩 午前１１時５９分 

 

再開 午後 １時２７分 

 

○委員長（小澤重則君） 時間がちょっと前ですが、始めさせていただきたいと思います。そ

れでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いいたします。 

  次に、６款農林水産業費、３項国土調査費及び８款土木費、１項土木管理費について説明

を求めます。 

  小宮山建設課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） お疲れさまでございます。 

  建設課から、所管いたします令和２年度当初予算につきましてご説明させていただきます。 

  説明の前に、大変申し訳ございませんが、資料の訂正をお願いいたします。予算参考資料

ナンバー７の４ページの下段になりますが、ナンバー01橋梁長寿命推進事業の財源内訳の

欄につきまして、その他欄に190万円と記載しておりますが、左の市債の欄に190万円と訂

正させていただきますので、よろしくお願いいたします。資料の差し替えをお願いいたしま

す。 

  それでは、ご説明させていただきます。予算説明書は92ページからになりますが、予算

参考資料のナンバー７においてご説明させていただきます。 

  予算参考資料１ページをお願いいたします。 

  ６款農林水産業費、３項国土調査費、１目地籍調査費、01地籍調査費につきましては、

予算額928万5,000円となっており、財源は、国県支出金として県地籍調査事業費補助金が
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689万1,000円で、残りが一般財源です。主な内容につきましては、敷島地区地籍調査事業

に昭和62年から着手しておりますが、令和２年度は吉沢地区の0.13キロ平方を予定してお

り、そのための費用、測量調査費委託、情報管理用システムのリース料などであります。 

  次に、８款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費、01土木管理関係職員費につきま

して、予算額１億636万2,000円となっており、財源は一般財源でございます。内容につき

ましては、建設産業部長を含む建設課職員15名の人件費でございます。 

  次に、10道路台帳管理事業につきましては、予算額500万円となっており、財源は一般財

源でございます。内容につきましては、道路法第28条に基づき、市が管理しております道

路台帳の更新を行う委託料であります。令和２年度は４キロを予定しております。 

  次に、11道路維持管理事業につきましては、予算額3,436万5,000円となっており、財源

は、その他財源として道路占用料、残りが一般財源でございます。主な内容につきましては、

道路、水路の維持管理費のための需用費等、緊急の改修工事、道路の陥没や水路の詰まり等

に対応する作業員の人件費、また街路樹等の管理委託、作業車リース料などでございます。 

  予算参考資料の２ページをお願いします。 

  次に、12土木総務事業につきましては、予算額2,648万6,000円となっており、財源は、

国県支出金は国の社会資本総合整備交付金と県の木造住宅事業各種補助金であります。その

他財源としまして、公共物使用料、雑入の国有財産占用料等があり、残りが一般財源でござ

います。主な内容につきましては、山間部における水路等の責任賠償保険料、市道に関する

分筆登記等の委託料、木造住宅耐震等の診断委託、木造住宅耐震化の支援事業の補助、４事

業になります。また、空き家対策関係の事業費、県が実施予定としております急傾斜地対策

事業に伴う市の負担金でございます。 

  次に、13竜王駅維持管理事業につきましては、予算額1,422万円となっており、財源は、

その他財源といたしまして竜王駅駅前広場使用料等があり、残りが一般財源でございます。

主な内容につきましては、竜王駅南北自由通路、駅前広場の維持管理費としまして電気代等

の需用費など、委託管理費としまして、南北自由通路等の清掃委託、駐輪場等の維持管理委

託、エレベーター、エスカレーター等の保守委託などでございます。 

  次に、17塩崎駅維持管理事業につきましては、予算額349万3,000円となっており、財源

は、その他財源としまして塩崎駅前広場使用料であり、残りが一般財源でございます。主な

内容につきましては、塩崎駅維持管理費としまして電気代等の需用費など、管理委託費とし

まして、トイレ等の清掃委託、駅駐輪場等の管理委託、アンダーガード雨水排水ポンプ施設
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の保守委託などでございます。 

  次に、50建設産業部公用車維持管理事業につきましては、予算額337万8,000円となって

おり、財源は全て一般財源でございます。主な内容につきましては、建設産業部で使用して

おります公用車17台の燃料費、車検等の経費でございます。 

  次に、予算参考資料の３ページをお願いいたします。 

  ２目地籍管理費、01地籍管理事業につきましては、予算額300万円となっており、財源は、

その他財源としまして地籍手数料、残りが一般財源となっております。内容につきましては、

地籍調査事業に伴う成果品等の修正業務の委託でございます。 

  以上、国土調査費、土木管理費の説明とさせていただきます。審議のほどよろしくお願い

いたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を受けます。 

  質疑はありませんか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ２ページの空き家対策関係費999万3,000円、これはどんな事業をや

るんですか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） お答えいたします。 

  空き家対策関係費999万3,000円におきましては、来年度、27年に実施しました空き家の

調査から５年が経過しますので、改めまして業者のほうに空き家の実態調査のほうを委託し

たいと考えております。そちらのほうの予算が990万円、それ以外の９万3,000円につきま

しては、空き家対策委員会がありますので、そちらの方々の日当と、あと消耗品関係になっ

ております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） これは空き家対策というのは、最初のスタートだと、自治会とかそう

いうところの協力を得て調査してきたと思うんだけれども、今回、初めて業者ということな

んだけれども、業者はどこに委託するんですか、これは。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 
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○建設総務係長（森田 公君） 委託につきましては、まだ４月以降に業者のほうの選定を総

務課の契約のほうでお願いすることになっておりますので、そちらで決まり次第また委託を

する予定となっております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ちなみに、今まで調査したその空き家の件数というか実態はどのぐら

いになっているか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 27年に調査をいたしまして、その際には空き家につきまし

ては全部で1,145件、市内のほうにございました。その後、現在1,052件まで減少しまして、

約93件ほど空き家の件数につきましては減少となっております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今後のあれだけれども、空き家対策ということでこれだけ費用をかけ

て調査をするということなんだけれども、その調査したことを今後どういう対策に向けてや

るための調査なのか、その辺は、考えは。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） これで調査いたしまして、まずは27年に調査したものと、確

実にそれが空き家なのかどうかということと、増えていれば増えていると。今度それを、要

は利活用できる空き家があるのか、それとも今後処分をしなきゃならない空き家があるのか

とか判別いたしまして、利用ができる空き家につきましては、その分野で利用を促進してま

いりたいと。 

  あと、空き家について、壊さなきゃならない空き家等で周りに被害を及ぼす場合がござい

ますので、それにつきましては、先ほど言いました対策委員会というのがありますので、そ

ちらのほうで審議していただいて、今後の対策を考えてまいりたいと考えております。 

○委員（内藤久歳君） はい、了解。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、所管の委員の質疑を終了します。 

  次に、所管外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  松井委員。 
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○委員（松井 豊君） ２ページの下のほうですが、竜王駅維持管理で南北通路などの1,022

万6,000円、この内訳をもう少し教えてください。 

○委員長（小澤重則君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えします。 

  そちらの委託料につきましては、南北自由通路のガラス清掃の委託が345万1,470円、続

きまして、自由通路の外面ガラス清掃に62万7,000円、短時間駐車場定期点検保守委託に25

万7,400円、続きまして、短時間駐車場の緊急対応の代行業務委託87万1,200円、南北駅前

広場の駐車場管理業務委託に135万4,880円、南北駅前広場の自動火災報知器点検業務委託

に12万1,000円、南北自由通路多目的トイレ緊急対応代行業務委託に19万8,000円でござい

ます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいでしょうか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） ２ページの木造住宅耐震・ブロック安全診断業務委託というのがある

んですけれども、昨年の予算のときには、ただの耐震診断業務で、30件で135万円という予

算だったんですよね、昨年のあれを見ると。今年は木造住宅耐震・ブロック安全診断業務委

託というので99万円なんですけれども、これは内容的に住宅耐震のあれが変わったという

ことですか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 大変申し訳ございません。昨年までは木造住宅耐震だけで件

数を書いていたんですけれども、今年度につきましては、ちょっと件数のほうを減らさせて

いただきまして、併せまして、ブロックの安全診断が増えましたので、そちらのほうを一緒

に書かせていただきまして、金額的には99万4,000円となっております。 

  こちらにつきましては、昨年計上させていただいた件数、先日の３月補正の際にもご説明

させていただきましたが、実績が大変少ない件数となっておりますので、予算の段階で少し

件数を減らした段階で計上のほうをさせていただきまして、99万4,000円という金額になっ

ております。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 木造住宅のほうの耐震の内容は少し伺っているんですが、このブロッ

クというのはどういった基準か何かあるんでしょうか。それから、補助か何かあるんですか。 
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○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） ブロックにつきましては、同じく木造耐震を受けた世帯が対

象になるんですけれども、そちらの世帯の中で、ブロック塀が危険であると、診断をしてい

ただきたいという要望があった際には診断のほうをさせていただきまして、それに伴いまし

て１件当たり5,000円という補助を出す予定となっております。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） ないよりはいいですよね。 

  ２ページの17の塩崎駅のその他の収入なんですけれども、さっき広場の使用料とかとお

っしゃったんですが、何に使って、使ってお金を払うというようなあれがあるんですか。金

額は小さいんですけれども、ちょっとお伺いします。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） これは使用料ということで収入でございますので、例えば塩崎

駅前を何かのことで占用したいという申請がありますと、条例に基づいて有料で取る場合の

その収入でございます。 

○委員長（小澤重則君） 何か予定があるかどうか。 

○建設課長（小宮山 尚君） 昨年度の実績でいきますと、北口に設置しました自動販売機に

ついて占用料を徴収している経過がございます。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） ちなみに、その１年間で１万円ということなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） あくまで予算上ですけれども、１年間で１万円ぐらいの収入が

あるんじゃないかということで、今は予算を立てさせていただいております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ２ページの公園内調整池ポンプ維持管理費100万円ばかりあるんです

けれども、これ、公園内に調整池のポンプが設置してある件数と、この維持管理は、どうい

う内容で維持管理しているんですか。する予定ですか。 

○委員長（小澤重則君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 
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  こちらの予算計上してある部分については、竜王地区のグリーンタウン内にあります風の

子公園、第三公園という、３つほどある中の１つのポンプが壊れまして、そちらの予算計上

です。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 秋山委員、よろしいですか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ２ページの土木総務事業のところ、急傾斜地の対策負担金２カ所とあ

る、400万円と、これはちょっと内訳を教えてもらえますか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 急傾斜地につきましては、中村地区で２地区を予定しており

ます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これは結構、毎年行う。これは県の事業で市が出していると思うんだ

けれども、今、現状、中村をやっているんだけれども、まだこの北部のほうに傾斜地は、危

険箇所は結構あるのかな。その辺、把握状況はどうですか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 急傾斜につきましては、今のところ地元要望を市のほうから

県へ上申するような形を取っております。今のところは、中村地区が敷島地区で出ておりま

して、ほかのところからは要望がございません。 

  ただ、昨年までに前屋など６地区ぐらいもう既に終わっていますので、今後、もし地元の

ほうから要望があるようでしたら、そちらのほうをまた市のほうから県へ上申をして、県の

ほうで工事をお願いしていくような形を取りたいと思っております。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 確認で、あくまでこれは自治会というか地元から要望があったときに

やるということだよね。市として危険箇所があるからやるというんじゃなくて、地元のやっ

ぱり要望に応えてやるということですね、基本的に。確認で。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 
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  ほかにございますか。 

  伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ２ページの12番の先ほどの内藤委員の空き家対策の関連なんですけ

れども、先ほど1,145から1,052で93件減ったということなんですけれども、減った理由が

分かれば教えてください。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 空き家につきましては、基本的に近隣の住民の方から苦情等

があった際に、その家主さんの方たちに市のほうから、何とかしてくださいという通知を出

しております。その関係で、家主さんのほうが自主的に除去作業をしていただいた結果、

93件減少という形になっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 伊藤委員。 

○委員（伊藤 毅君） ありがとうございます。 

  そして、1,052件のうちに財産放棄というか、もう行き先が分からないような物件という

のは何件ほどありますか。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） 大変申し訳ございません。あくまでもまだ場所だけですので、

実際に所有者のほうに確認を取っておりませんので、所有放棄が何件あるかというのは、こ

ちらのほうでは把握をしてございません。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですね。 

  ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） すみません、１件だけ。 

  ２ページの12、このアスベストの飛散防止対策事業なんですが、これは可能性のあると

ころがまだあるという認識でいいんでしょうか。これはずっとやっていくんですかね。 

○委員長（小澤重則君） 森田係長。 

○建設総務係長（森田 公君） こちらにつきましては、基本的にはないことが前提なんです

けれども、まだ全部の施設その他もろもろ調査のほうができておりませんので、出てきた際

に県のほうと併せて確認をさせていただきまして、万が一該当があった場合には、こちらの

ほうの予算を使ってアスベストの対策をしていくということで計上のほうをさせていただい
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ております。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 調査を継続してやっているという状況だということでいいですか。全

部調べるんですか、アスベストを使ってあろう年代のものというのは。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） こちらは調査費の補助ということになります。民間で例えば自

分の施設がアスベストが入っているかどうかを調査したいという申請がございましたら、こ

の補助金を流すような形になります。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 調査の強制力ってないんですね、じゃね。必要があればやりなさい、

大丈夫そうだったらやらなくていいよという、そういう感じなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 強制力はございません。ただ、この間１件あったんですけれど

も、例えば、あの建物はそういうふうに見られるんじゃないかという何か通報がございまし

たので、それについては所有者にお話をしたという経緯はございます。そこで、今、その所

有者の方が調査するかどうかは、自分で今考え中ということで、もし申請が上がればこの

25万円の補助をその方に出すような形にはなっていくと思います。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  次に、８款土木費、２項道路橋梁費、３項河川費、５項住宅費及び11款災害復旧費、２

項公共土木施設災害復旧費並びに13款諸支出金、１項基金費のうち建設課所管分について

説明を求めます。 

  小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 引き続きよろしくお願いいたします。 

  予算参考資料の３ページをお願いいたします。 
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  ２項道路橋梁費、１目道路維持改良費、01道路維持改良事業につきましては、予算額

5,478万2,000円となっており、財源は全て一般財源でございます。主な内容につきまして

は、各自治会からの要望に伴う道路関係の小改良、小補修、区画線補修等の工事費でござい

ます。なお、甲斐市議会決算審査特別委員会より、自治会からの要望に迅速に対応するよう

強いご要望を頂いておりますので、例年より予算を増額し対応してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、02道路舗装事業につきましては、予算額2,300万円となっており、財源の市債は合

併特例債で、残りが一般財源でございます。主な内容につきましては、市道の道路舗装工事

の費用でございます。 

  予算参考資料４ページをお願いいたします。 

  ２目道路新設改良費、01道路新設改良事業につきましては、予算額5,867万6,000円とな

っており、財源は、国県支出金、国の防災・安全社会資本整備交付金で、市債につきまして

は合併特例債、残りが一般財源でございます。主な内容につきましては、通学路整備等の市

道改良工事設計業務委託、工事に伴う電柱等の補償費となっております。 

  次に、３目橋梁維持改良費、01橋梁長寿命推進事業につきましては、予算2,030万円とな

っており、財源は、国県支出金としまして国の防災・安全社会資本総合交付金で、市債につ

きましては合併特例債で、残りが一般財源でございます。主な内容につきましては、橋梁長

寿命化修繕計画事業に伴う橋梁点検業務委託、橋梁修繕工事などでございます。 

  予算参考資料の５ページをお願いいたします。 

  次に、３項河川費、１目河川維持改修費、01河川維持事業につきましては、予算額3,050

万円となっており、財源は一般財源でございます。主な内容につきましては、自治会からの

要望等に伴う河川・水路の小改良、小補修工事の費用でございます。なお、河川維持事業に

つきましても、甲斐市議会決算特別委員会より、自治会からの要望に迅速に対応するよう強

い要望を頂いておりますので、例年より予算を増額し対応してまいりたいと考えております。 

  次に、02河川改修事業につきましては、予算額5,400万円となっており、財源の市債は、

緊急自然災害防止対策事業債、合併特例債、残りが一般財源でございます。主な内容につき

ましては、河川・水路の改修や自然災害防止対策等の工事、雨水対策調査等の業務委託費用

でございます。 

  次に、５項住宅費、１目住宅管理費、01住宅管理事業につきましては、予算額2,887万円

となっております。財源は、国県支出金、国の社会資本整備総合交付金で、その他財源は住
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宅使用料の現年分などでございます。主な内容につきましては、田畑団地１号棟の給湯設備

の設置工事、団地施設等の維持管理経費としまして修繕費等、住宅解体の工事費などでござ

います。 

  予算参考資料６ページをお願いいたします。 

  11款災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費、１目公共土木施設災害復旧費、01現年

度公共土木施設災害復旧費につきましては、予算額100万円となっており、一般財源でござ

います。内容につきましては、自然災害等の発生により道路・水路の施設が被害を受けた場

合の復旧工事でございます。 

  次に、13款諸支出金、１項基金費、７目市営住宅事業基金費、01市営住宅事業基金積立

につきましては、予算額25万円となっており、財源は、その他財源として市営住宅事業基

金の運用益でございます。内容につきましては、市営住宅事業基金積立金の利子収入を計上

したものでございます。 

  以上、道路橋梁費、河川費、住宅費、公共土木施設災害復旧費、基金費の説明を終わらせ

ていただきだます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） どうもお疲れさまです。どうもご説明ありがとうございました。 

  ご説明の中に、今年度、決算審査特別委員会の中で、建設経済の要望書のとおり、約束ど

おり頂いて、本当にありがとうございます。道路維持管理、また河川ということで、自治会

等の要望等も踏まえて、優先順位はあると思いますけれども、金額的にもかなりの金額じゃ

なかろうかと感謝しているところでございます。 

  それで、１点だけお聞きをしますが、道路にもいろいろ、私たちもそうですけれども、建

設課なのか都市計画なのか、いろいろ含んだ、すみ分けがどこからどこまでとか分からない

ところがあるんですけれども、４ページの01道路新設改良工事、これについてちょっとお

聞きをします。 

  市道の新設改良工事10件とありますけれども、これの内訳をできたらお聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。 
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○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  令和２年度道路新設改良事業の10件、10工事についてご説明します。 

  まず、行政区名から申し上げます。八幡新田２区、こちらが戸田道下月林線の側溝改修工

事を予定しております。続きまして、玉川東区、こちらは里の内冷久保線というところです。

こちらも道路側溝の新設工事を予定しております。続いて、名取区、新田下条支線といって、

ちょうど側道沿いの横断工の改修工事を予定しております。続きまして、大下条東区、深田

中河原線の道路側溝改修工事を予定しております。続きまして、大栄区、前田金ノ宮線の道

路改良工事を予定しております。続きまして、牛句、牛句大久保線、道路改良工事を予定し

ております。こちらは、神明神社から牛句の集落へ向かっていく道、入り口から50メータ

ー分を地元の要望により拡幅工事を予定しております。続きまして、本村区、本村線、土留

め改修工事を予定しております。続きまして、下志田区、志田水無地内道路側溝設置工事を

予定しております。続きまして、滝沢区、塩川端滝沢線の道路改良工事を予定しております。

最後に、富竹新田三区、こちらは、本年度、通学路の整備をしておりました富竹新田大明神

河原線の通学路整備工事を継続して予定しております。計10件になります。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  この10路線、あれですけれども、これでちょっと財源内訳の中で、この4,400万円は、ほ

とんどこの財源内訳の一般財源を抜いてどこに入りますかね。どこから出ますか。国・県か、

それとも市債のほうか、そこだけ。 

○委員長（小澤重則君） 財源内訳に出ているとおり。 

○委員（藤原正夫君） 委員長、すみません。この10件分の4,400万があるじゃないですか。

それはどこから出ているかということを。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  先ほど申しました継続事業、通学路整備につきましては、国県支出金の防災・安全社会資

本整備交付金のほうから歳入いたします。あと市債、合併特例債ですね、工事費に対する

95％を市債のほうから捻出を予定しております。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。よろしいです。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 
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  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 予算と直接関係があるかどうか分かりませんけれども、この間の市民

と議会の対話集会の中で地元からちょっと出たので、確認をしたいと思いますけれども、バ

ス通りと廃軌道の移管に関することに関して、これは県の事業だから当然市はないと思いま

すけれども、今年度について、何か予算的に計上してはありますか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） ただいまのご質問ですけれども、市としまして、その移管に伴

う費用等について令和２年度の予算計上はございません。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、この前の話で、一部整備がうまくないというようなところも

あって、バス通りと廃軌道の移管は、全面舗装してもらうのか、そんなことは県との約束は

どうなっていますか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 昨年度も常任委員会でご説明させてもらったところもあるんで

すけれども、基本的には市で要望しまして、主に水路の改修箇所を要望して、それを今やっ

ていただきます。なおかつ、秋以降に地元からの要望も取り入れた中で、そこも要望して、

やっていただけるところはやっています。舗装につきましては、以前から市としましては、

全面をやってくれということは県に話をしていたんですけれども、県としましては、言い方

は悪いですけれども、悪いところは直すよということで、今後につきましても、今、議員さ

んが言われたことは、地元からもご要望が、ちょっとお話がありましたので、今後、県のほ

うに働きかけをしていきたいというふうに考えております。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） そういうことで、一応、じゃ、現時点では県としては、ここはやるよ

ということはもう計画はしてあるということですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） はい、そのとおりでございます。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） あと、一部、一方通行という話もあって、これは非常に難しいという

話なんだけれども、その辺については、県との協議はどんな具合になっていますか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 
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○建設課長（小宮山 尚君） 一方通行のお話ですけれども、以前、議会で市長も答弁してい

るとおり、地元の利便性を考えると非常に難しいということで、私どももそういう認識でお

ります。県につきましても、具体的に県が一方通行にするとか、そういう話は全くございま

せんので、今の時点では、市では一方通行はないというふうに考えております。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） ４ページの道路新設改良、01、この市道の新設と改良で10件と書い

てあるけれども、予算だから、とりあえず予算は予算として、例えば新設が何ぼ、改良が何

ぼという積み上げはどうですか。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  先ほど10件の内訳を回答させていただいたんですけれども、最後に申しました富竹新田

大明神河原線通学路整備、こちらのみ継続で、あと全て９件は新規の工事でございます。 

  委員長、すみません。申し訳ございません。新設か改良かというご質問でした。申し訳あ

りません。 

  全て、既設の路線に道路側溝を設置したり、３メーターから例えば４メーター、５メータ

ーへ広げるというような新設の道路改良ではございません。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 4,400万円という予算について、これは令和元年度の決算見込みなの

か、あるいは4,400万しか金をつけられないから4,400万になったの、どっち。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） この4,400万でございますけれども、この10件は一応、工事費

を概算で積み上げまして、この予算を算出させていただいておる状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 30年度の決算から半分に減らすというのはどういうわけですか。ど

うしてそういう数字がはじき出されるのかが分からないんだけれども。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  この道路改良費の14節にしまして、大きな要因といたしましては、ずっと古くから辺地

対策事業債を活用して進めてまいりました、敷島清川区の下芦沢線道路改良工事、こちらの
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ほうが本年度改良いたしました。この下芦田線が改良したことにより、工事費の減、それが

大きな減の差だというふうに認識しております。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 最後に、それじゃ、これ、地域要望がいろいろある中で、積み残し何

年でどのぐらいある、件数。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  自治会の要望の件数に対してのご質問です。ちょっと細かくお答えしますけれども、今年

度４月から２月末時点で、道路・水路合わせまして、単年度で150件の要望がありました。

また、昨年度末締めで過年度要望残が202件ございました。この要望件数に対しまして、今

年度の150件に対しましては82件、また過年度残余分に対しましては、202件のうち86件に

対応してまいりました。ということで、今年度２月末現在で計168件の要望を対処してまい

りました。残りの178件、今現在残っておるところなんですけれども、こちらにつきまして

は、次年度、施工可能な案件を、また優先度等を見極めながら計画的に執行してまいりたい

と考えております。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤芳夫君） 全部やり切れないのは分かっているから選別が要る。誰が見ても要望

の全てがとてもこなし切れないことは分かっているわけだもんで、30年度予算で8,500万も

あった、それはいろいろな事情があったということは分かるんだけれども、一気に4,400万

円というふうに減っちゃうのも問題だし、かといって積み残しを全部何とかしろと言ってい

るわけでもないんだから、そこのところはよく地元要望と協議をして、有効な使い方にぜひ

お願いしたいんだけれども。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今の議員さんのご意見を十分取り入れた中で、公平な立場で効

率的な執行を行ってまいりたいと考えております。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑ありますか。 
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  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 初歩的な質問でちょっと申し訳ないですけれども、５ページの河川維

持事業と河川改修事業の河川・水路の小改良、小補修工事と河川・水路の改修工事とのこの

違いをちょっと教えてください。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  ８、３、１、01の河川維持事業のほうですけれども、これは先ほど来申しましたとおり、

小改良、小補修工事、いわゆる入札案件にならない、要望に対しての予算でございます。反

対に、02の河川改修の工事でありますが、こちらは入札工事案件の、いわゆる事業費が大

きいというような内容の工事のわけでございます。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  横山委員。 

○委員（横山洋介君） 先ほどの秋山委員の言ったその下なんですけれども、５ページの02

の河川改修事業の雨水対策調査業務委託、今年、どこをする予定ですか。 

○委員長（小澤重則君） 中澤係長。 

○建設土木係長（中澤一昭君） お答えします。 

  令和２年度の雨水対策調査業務委託ですけれども、富竹新田久保田地内の雨水対策の調査

業務委託を予定しております。場所は、竜王東小学校の東側一帯の、区のほうからいろいろ

と要請がありまして、そちらのほうの業務委託をかけようと計画しております。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） あとそれを含めて、今、敷島と今度、富竹新田ということで、あとほ

かはどのぐらい残っていますか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） この雨水対策につきまして、数年前からもう継続で調査及び工

事を実施しております。今年度につきましては、敷島の雨水対策として敷島総合文化会館の

ところのカルチャーパークを調整池にするような工事を行っております。今年につきまして

は、調査のほうは下今井の横町地区を調査しまして、その結果に基づき、来年度はそこの改

修工事も実施する予定で予算も計上させてもらいますので、今後の予定につきましては、今

言った東小学校のところの計画ですけれども、今後も地元からそういう雨水対策等の要請が

あれば、調査して工事というふうな形で進めてまいりたいと考えております。 
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○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） じゃ、基本的には、地元からそういう要望が出ないとやらないという

ことでいいですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） いや、基本的にはというか、もちろん地元からの要望と、市が

管理している中で不都合が生じる場合は市が率先してやる場合もありますけれども、現在経

過しているのは、市の地元からの要望があるところを今優先というか、やっているような状

況でございます。 

○委員長（小澤重則君） 横山委員。 

○委員（横山洋介君） じゃ、例えば竜王新町とかそういったところは、今のところ要望は出

ていないということの認識でいいんですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今のところ、具体的には出ていないような状況でございます。 

○委員（横山洋介君） 以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ４ページの橋梁長寿命推進事業のところで、点検業務委託が1,800万、

これ、ちょっと内訳を教えてもらえますか。 

○委員長（小澤重則君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 

  今年度の業務委託につきましては、41橋の点検と塩崎駅のアンダーパスの大型ボックス

カルバートの点検を行う予定です。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 点検して、結局、あれは緊急を要するところは当然工事に入ると思う

んだけれども、現状、今、緊急を要するようなところの橋梁箇所は何件かあるんですか。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） この点検につきましては、５年に一度点検をしなさいというこ

とで国からの決めがございますので、毎年、５年間に分けまして実施しております。それが

来年度は41橋やらせていただくということで、その中で点検でランクがございますけれど
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も、今、非常に悪いランクはないんですけれども、３というランクで修繕を要するという橋

梁がございますので、これについては、うちのほうで順位を決めまして、それを順次整備し

ているような状況でございます。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 河川維持改修費についてちょっとお聞きしたいんですが、河川維持

事業としてここに水路とか小改良とか保守とかありますけれども、私が聞きたいのは河川清

掃についてです。この間、生活環境部に話をしたら、普通、河川清掃みたいなものは、旧双

葉とか敷島とか竜王とかって、昔のその地域のやり方を踏襲しているんだというような答弁

だったんですよね。そうは言っても、もう市になって15年もたつのに、やっぱりそういう

ことじゃうまくないような気がするんです。そして、一級河川なんかも双葉の場合は草刈り

をしたりいろいろ県の管理のところをやっているわけですよね。今までは住んでいた人間が

理解があってそれをやっていたんだけれども、新しい人たちが来るとやっぱり考え方がちょ

っと違うんですよね。だからその辺をやっぱり全体的に統一したような方法をね。 

  なぜこんなことを言うのかというと、この間の対話集会のときに、貢川の管理の話が出た

んです。その清掃みたいなね。そういうような問題も出ていますので、やっぱり甲斐市とし

て、よく生活環境部と話を、向こうも建設部と話をするんだということを言っていましたの

で、ぜひそういうものを話していただいて、みんなが納得できるような方法を考えていただ

きたいんですけれども、どんなものでしょうかね。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 今、議員がおっしゃられました、多分、河川清掃につきまして

は、旧の各町の時代から各住民の方に出ていただいて清掃していただくというような形だっ

たと思います。それが今も地区ごとに河川清掃という形で年に１回やっていただいているよ

うな形だと思います。うちの建設課としましては、そういう水路の改修ですね、水路が壊れ

ているから直してくれとか、そういうことも主にやっているんですけれども、今言った河川

の堆積するとかということも、今、地元で大勢で出てもらえるのもなかなか難しい状況にな

っていますので、その辺も含めた中で、環境部とまた調整する中で、うちでできることはま

た協議してやってまいりたいと考えております。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） ぜひそういうふうにやっていただいて、決して市民との協働という



－254－ 

か、市民がやることに対して反対しているわけじゃなくて、やっぱりその自治会にもお願い

するところはお願いして、その話の中でやっていただけるように要望しておきますので、よ

ろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  金丸幸司委員。 

○委員（金丸幸司君） ４ページのさっきの橋梁の件、01なんですけれども、橋梁の長寿命

化推進、これ、さっき業務委託５年に一度行われるということなんですけれども、ちなみに

どのぐらい橋梁ってあるんですかね。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） 市道に係る橋梁ですけれども、195ございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） ５ページの住宅解体工事、これはどこの住宅ですか。 

○委員長（小澤重則君） 保坂係長。 

○建設管理係長（保坂俊和君） お答えいたします。 

  敷島地区の寺前住宅を２棟予定しております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 市営住宅ですね。 

  ほかにございますか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今のちょっと関連で、寺前住宅ということで今答弁があったんだけれ

ども、あそこはもうほとんど老朽して、結構古い建物が多いので、前もちょっと聞いたかも

しれない。あれは結局、入居しているとできないんだけれども、たまたま空きになったらも

う解体すると、そういう方針で、確認だけれども、いいんですね。ちょっと答弁をお願いし

ます。 

○委員長（小澤重則君） 小宮山課長。 

○建設課長（小宮山 尚君） そうですね、退去していただいたところには潰すという考え方

で行っております。 

  補足なんですけれども、保坂議員のほうから一般質問でご質問いただいて、そういう老朽
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化のところに住んでいる方々にということでご意見を頂いたので、今後、アンケートを実施

しまして、もしそういうところから違う安全な市営住宅に移りたいという人がいれば、それ

はまた随時対応していきたいと考えております。補足で、余計なことですみませんですけれ

ども。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ありがとうございます。 

  あそこは老朽化で、結構古いので、確かにもう生活するのもえらいようなところなので、

特に大雨が降ると、あそこは土地が低いんだよね、水の関係も結構危ないところがあるので、

できるだけ安全なところへ、理解してもらって引っ越すような対応を取ってもらえればあり

がたいと思います。これは要望で結構ですが、またその辺を検討してもらえればありがたい

と。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） ほかに質疑ございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、６款農林水産業費及び８款土木費及び11款災害復旧費並びに13款諸支出金のう

ち建設課所管分についての質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩とし、職員の入替えを行います。 

  トイレ休憩を取りましょうか。じゃ、30分再開でお願いします。 

 

休憩 午後 ２時１９分 

 

再開 午後 ２時２８分 

 

○委員長（小澤重則君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。時間も押しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

  次に、８款土木費、４項都市計画費のうち都市計画課所管分について説明を求めます。 

  宮本都市計画課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 大変お疲れさまでございます。 

  それでは、都市計画課の令和２年度当初予算の概要につきましてご説明させていただきま
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す。予算説明書は100ページから103ページになりますけれども、説明につきましては、予

算参考資料ナンバー７によりまして説明をさせていただきたいと思います。 

  それでは、資料の７ページをお願いいたします。 

  ８款土木費、４項都市計画費、１項都市計画総務費につきまして、まず事業別にご説明い

たします。 

  01都市計画関係職員費につきましては、予算額１億744万9,000円で、財源内訳のその他

800万1,000円につきましては、開発許可申請手数料及び屋外広告物審査手数料等でありま

して、残りの9,944万8,000円は一般財源であります。事業の概要といたしましては、都市

計画課の職員15人分の人件費であります。 

  次に、10都市計画関係審議会費につきましては、予算額18万2,000円で、財源は全て一般

財源であります。事業の概要といたしましては、都市計画審議会委員並びに景観審議会委員

の委員報酬及び郵便料等の事務費であります。 

  次に、11都市計画諸費につきましては、予算額969万1,000円で、財源内訳のその他３万

4,000円につきましては都市計画図等の売りさばき代でありまして、残りの965万7,000円は

一般財源であります。都市計画諸費では、本年度は臨時的な経費といたしまして、甲斐市都

市計画マスタープランの見直し業務、ＧＩＳ地理情報システムのリプレイス業務、景観重要

樹木の指定に伴います標識設置業務に関する予算を計上しております。なお、甲斐市都市計

画マスタープラン見直し業務につきましては、令和３年度までの複数年の事業となるため、

議案の101ページ及び予算説明書150ページに記載してありますとおり、令和３年度の限度

額を709万5,000円といたします債務負担行為につきましても併せてお願いするものであり

ます。事業の概要といたしましては、旅費等、事務費等のほか、甲斐市都市計画マスタープ

ラン見直し業務及びＧＩＳ地理情報システムリプレイス業務などの委託料、景観重要樹木等

標識設置に係る工事請負費、それとＧＩＳ地理情報システム用のパソコンの購入のための備

品購入費、資料の８ページをお願いいたしまして、３団体への法令外負担金、それと７団体

へのその他負担金など計10団体への負担金であります。 

  次に、２目幹線道路整備費であります。 

  01幹線道路整備事業につきましては、予算額6,096万2,000円で、財源内訳の国県支出金

2,730万円は、補助率２分の１であります社会資本整備総合交付金、市債3,180万円は合併

特例債でありまして、残りの186万2,000円は一般財源であります。幹線道路整備事業は、

市道新町本線の整備に関する予算を計上しておりまして、令和２年度におきましても、引き
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続き用地買収並びに改良工事を進めてまいります。事業の概要といたしましては、事務費等

のほか、委託料は用地測量調査業務委託等、工事請負費は道路改良工事、それと公有財産購

入費は道路用地の購入費、９ページをお願いいたしまして、補償費につきましては物件移転

等補償費であります。 

  次に、４目公園管理費につきまして事業別にご説明いたします。 

  01都市公園、市立公園維持管理事業につきましては、予算額8,128万5,000円で、財源内

訳のその他429万8,000円は公園施設使用料でございまして、残りの7,698万7,000円は一般

財源であります。都市公園、市立公園維持管理事業につきましては、都市公園18カ所、市

立公園５カ所の維持管理経費であります。なお、この都市公園、市立公園維持管理事業では、

本年４月１日に一部供用開始を予定しておりますやはた公園、こちらに関する経費を計上し

ておりますけれども、内容といたしましては、光熱水費や、あと委託料などといたしまして、

やはた公園に関する経費といたしまして合計で約656万円を予算計上しておりますけれども、

この都市公園、市立公園の全体の予算を精査する中で、前年度と比較いたしますと275万

6,000円の増額という内容で予算計上させていただいたところでございます。事業の概要と

いたしましては、燃料費、光熱水費や手数料などの事務費等のほか、委託料として、竜王、

敷島、双葉の各地区及び赤坂台総合公園、それと10ページをお願いいたしまして、やはた

公園に関する維持管理経費等でございます。使用料及び賃借料につきましては、敷島総合公

園借地料及び都市公園内の照明ＬＥＤ化に伴うリース料となります。工事請負費は、赤坂台

総合公園芝桜、こちらの花壇の改修工事及び各公園施設の一般修繕工事費となります。その

ほか、原材料費といたしまして公園管理用資材等の購入費、公課費としては公用車の重量税

等を計上しております。 

  11ページをお願いいたします。 

  次に、02開発内公園等維持管理事業につきましては、予算額1,809万9,000円で、財源は

全て一般財源であります。開発内公園等維持管理事業は、市内開発公園141カ所とちびっ子

広場95カ所、地域いこいの広場15カ所及び荒川河川公園の維持管理に係る予算を計上して

おります。事業の概要といたしましては、事務費等には施設修繕料や遊具点検手数料等を計

上しております。委託料は、荒川河川公園公共施設の樹木や芝生及びちびっ子広場の維持管

理経費であります。使用料及び賃借料は、荒川河川公園に隣接いたします桜公園の仮設トイ

レのリース料でございまして、工事請負費は、開発内公園等の施設修繕工事費となります。

原材料費は、公園管理用資材等の購入費、また補助金につきましては、地域いこいの広場に
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関する補助金であります。 

  続きまして、12ページをお願いいたします。 

  次に、７目緑化推進費であります。 

  01緑化推進事業につきましては、予算額1,447万9,000円で、財源内訳の国県支出金58万

5,000円は社会資本整備総合交付金でございまして、残りの1,389万4,000円が一般財源であ

ります。緑化推進事業は、市民への緑化意識の普及啓発、緑化活動推進を図るための予算を

計上しております。事業の概要といたしましては、花壇、プランター用の花苗や緑化推進記

念樹等の購入費を計上いたしました事務費等のほか、委託料は花壇やプランターの日常管理

経費、工事請負費は花壇の設置・改修工事費、原材料費は資材等の購入費、補助金は、生け

垣及び花壇設置、また危険ブロックの取り壊し等への補助金及び花と緑のまちづくり推進協

議会等への補助金であります。 

  以上が都市計画課の令和２年度当初予算の概要の説明となります。ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑ありませんか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） どうもお疲れさまです。 

  まず、８ページ、土木費の中の01の幹線道路整備事業についてちょっとお聞きをいたし

ます。この事業は、私、個人的には思うんですけれども、もう３年ぐらい、二、三年前のこ

とで、工事も大分進んでいるかと思ったんですけれども、ここに、来年度ということで、新

年度にまた出てきたのが、また委託料から工事費、また土地購入費、物件移転補償というこ

とで約6,000万なんですけれども、これは、この工事をもうあれする前のときに説明会とか

話合いというのが、前のときのあれにはあったと思うんですけれども、その点はどうなんで

すか。この１件だけが、あそこを通りますと残っているということだと思うんですけれども、

その点はどうなんでしょうかね。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） この新町本線の整備事業につきましては、今年度予定をして

おります内容といたしましては、まず用地のほうにつきましては、全体で18名23筆の用地
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の買収の計画がございまして、現時点で今年度までで契約済みが19件という内容になって

おります。残りが23筆のうち４筆で、地権者で言いますと３名という状況になっておりま

して、令和２年度の予算の中でこの３名分の用地購入費を計上しておりまして、工事請負費

につきましては、その４名分に係る部分の歩道の整備の工事費を計上しておりまして、計画

といたしましては、来年度、令和３年度で、残り、道路の車道の部分を含めまして、本舗装

等をして、令和３年度で一応完了したいというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 今の説明を聞きますと、まだ４名の分の用地買収ということで、３名

の方の今度はということなんですよね。それで、その工事をかかる前に、この人たちには、

工事に対して、路線が広がるということに対して用地交渉をやるんだけれども、その話合い

をしたと思うんだけれども、その時点だとまだ、俗に言えば反対というような意見だったと

いうことなんですか。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤係長。 

○整備係長（斉藤一也君） 用地交渉をさせていただきまして、１名の方につきましては、お

おむね交渉のほうに同意を頂いております。ほかの１名の方につきましては、今まで交渉等

もさせていただけなかったんですが、補償の工事のほうについて調査のほうをさせていただ

くということで同意を頂きました。あと１人の方につきましては、昨年の３月に地権者の方

がお亡くなりになりまして、相続人の方と引き続き今協議を進めている最中でございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ちょっとくどいようですけれども、分かりました。それが、亡くなっ

て相続人がということで、まだ話合いということで、ちょっと長引いたこと、理由もあるで

しょうけれども、その人たちがまだオーケー、判こを出さないうちに、どんどんもう南側と

西側は進んでいるわけですよね、道路工事がね。でも、今見るとほとんど歩道もできて、舗

装すれば割といいような段階に来ていると思うんですけれども、こうなると、じゃ、この１

名の方がまだ用地交渉をオーケー、承諾しないとなると、このままでストップをしていると、

そういう状態になるんですかね。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） ご指摘のとおり、ちょっと出発点が甘かったという部分もあ
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るんですが、説明のときでは、総論は賛成という形の中で始まったわけです。個々の用地買

収の単価等、こんなにうちのほうへ入らないでもいいじゃないかという話があって、ちょっ

とその辺がつまずいているところでございます。引き続き辛抱強く用地交渉を進めておりま

す。 

  最終的にどうなるかという話なんですが、一応全部きれいにしてあげたいのはやまやまで

ございますが、その状況を見ながら、広がる部分で、車道というんですかね、本線がかかる

部分というのは大体用地交渉が終わっております。あと残るは歩道にかかる部分のところで、

これはあくまでも私のご意見ということで聞いていただきたいんですが、歩道部分は若干狭

くなって、用地交渉がどうしてもできないということであれば、その分で、歩道の形態は若

干不格好になるかもしれないですが、その辺は見極めながら、ずっとあのまま工事中という

わけにもいきませんので、ある程度、平成２年度末とか３年早々にはその辺の腹も決めなき

ゃいけないかななんて思っております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） それは当局側のあれだと思いますけれども、当初、その上がってきた

ときに、何年前かな、建設計画で上がってきたときに、どうせあれだったら、北側はいろい

ろ保育施設、病院があるから、南側へは全部振れば何のことはなく、したらどうかという意

見をかなりの議員さんが言ったんですけれども、それを今になって、もう南側をずっともう

やってしまったから、そういうことをやっぱり考えないと、歩道の例えばほんの70センチ

か１メーター分も南側のところより振れば、ローソンがやっているところをずっと振れば何

のことはなかったと思うんですけれども、そのときは部長さんたちも課長さんたちもあれだ

と思いますけれども、これを教訓に、ぜひそういうことも踏まえながらやらないと、とんで

もない、もったいないことになると思うんですね。 

  ここの人たちに、今の話の相続の人たちが、もう一度確認ですけれども、多分承諾しても

らえそうなんですかね。 

○委員長（小澤重則君） 斉藤係長。 

○整備係長（斉藤一也君） 相続の関係もございますが、引き続きご協力いただけるように。

様子のほうは、交渉した中で、おおむねはご協力は頂けるという話を頂いております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 
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○委員（藤原正夫君） 今、答弁だと、おおむねしてもらえるじゃなかろうかということなん

ですけれども、ぜひ、おおむねなんて言わなくて、もうここのところはある程度、国の補助

金も出ているわけですからね、社会資本整備総合交付金。だけれども、これをしなきゃ、だ

って、補助金だって下りないで工事は進まないんだから、この間の有泉議員じゃないけれど

も、とんでもないことですよということになりますから、ぜひ強くここのところは市として

も、たまには地権者にも、こうですよ、理解してくださいと、別にまちの中で大勢、家がぐ

ちゃぐちゃして、玄関、何を潰すというわけじゃないんだ、あれを見れば塀を潰すだけのこ

とだから、ここのところはよく強く言うようにこれは要望します。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 10ページの新事業でやはた公園の維持管理業務委託ってある、この

内容をちょっと教えてくれますか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） ただいまのご質問ですけれども、資料10ページの新規とい

うふうに入っております、やはた公園の維持管理業務委託の内容をということでございます

けれども、こちらのほうにつきましては、公園の中の施設の整備、要は芝刈りとか、あと清

掃作業とか、そういった内容の委託を総体的に委託する内容となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） じゃ、一応、当然これもシルバーになるのかな、芝刈りとかね。 

  それで、あと、これの貸出しとかその使用規程とか、赤坂台と同じような基準で夜間も自

由に出入りできるのか、この辺のところはどんな具合になっているんですか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） お答えさせていただきます。 

  やはた公園の内容につきましては、管理運営要綱というものを新たに４月１日施行で制定

いたしたところでございますけれども、その中で公園の芝生広場の貸出しとかにつきまして

は、当然、ほかの公園と同じように無料という形で、あとグラウンドゴルフ場とバスケット

ボールコートを整備いたしますので、グラウンドゴルフ場につきましては、市内の公共団体

等に貸出しをするということで、なお、芝生広場とグラウンドゴルフ場につきましては、今
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現在、４月以降は養生期間といたしまして半年ほど供用を見合わせるということで、10月

１日の供用開始を予定しておるところでございますけれども、10月１日からは市内の公共

団体等にグラウンドゴルフ場のほうは貸出しをさせていただいて、一般の多目的の芝生広場

につきましても、赤坂台総合公園や玉幡公園、あるいは敷島の島上条公園と同じように、芝

生広場の50％を上限といたしまして、団体に占用で貸出しをする予定を考えております。

この貸出しの方法につきましては、内規等を整備いたしまして、今後、また内容のほうを確

認というか、しっかり整備をして、混乱がないようにしていきたいというふうに考えており

ます。 

  また、バスケットボールコートにつきましては、公園利用者がご利用できるということで、

特にボール等のご用意はございませんけれども、利用者のほうでボールを用意していただい

て、ただ、また団体等で仮にもし大会等を開きたいといった場合は、占用の届出を出してい

ただいて、貸出しの許可をする中でご利用していただきたいというふうに考えております。 

  そのような内容を、管理運営要綱の中で大まかな内容を定めております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） あそこはスポーツ施設じゃないから、貸出しについては窓口は都市計

画課がやるのかな。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） はい、おっしゃるとおり、スポーツ施設ではございませんの

で、ドラゴンパークとか玉幡公園と同じように公園の貸出しの許可を都市計画のほうで対応

させていただきます。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 24日に行けば分かると思うんだけれども、あとバスケットコートが

３面あるんだけれども、あそこって自由に使えるということになると思うんだけれども、あ

と夜間ね、あそこには照明はついていたっけ。ついていなかったっけ。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 夜間照明はついておりますけれども、一応、整備を計画した

段階で夜間の照明につきましても、あそこの公園につきましても、災害のときに使える防災

公園として位置づけているという中もございまして、その中で、あのバスケットボールコー

トを含めましたスポーツ広場につきましては、夜間、特に消防団の放水訓練等でもご利用で
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きるようにということで、距離を確保しているという内容もございます。あとは夜間の使用

につきましては、基本的には照明代等で使用料を頂きませんので、公園条例の中でも一応公

園の使用時間というものも決まっておりますので、基本的には、夜間のご利用で、照明をつ

けてバスケットボールコートを利用するということは、許可する予定は今のところは考えて

おりません。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） 今度、専用のグラウンドゴルフコートができる、整備されるというこ

とで、グラウンドゴルフ人口も結構甲斐市も多いみたいで、場所の確保ということで、非常

にプレイヤーの人たちが大変だというようなこともありますので、施設としては非常にいい

施設だと思うので、貸出しについては、いろいろな地域性もあると思いますけれども、平等

性を保ちながら貸出しのほうも管理をしてもらえればいいかなというふうに思います。これ

は要望でいいです。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 都市公園維持管理費の中に、竜王地区、敷島地区、双葉地区、赤坂台

公園、委託料があるんですけれども、これ、委託先はまた例年と同じでしょうか。ちょっと

委託先をお願いしたいと思います。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） こちらの竜王地区、敷島地区、双葉地区、それと赤坂台総合

公園等、たくさんの委託がございますけれども、施設の維持管理委託につきましては、４月

１日から市のほうで財務規則の改正をする中で、高齢者の機会の拡大をというふうな、確保

するという内容の中で、シルバー人材センターのほうに一応契約をする予定でございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

  というのも、分かってはいましたけれども、今年度、敷島防災公園につきまして、そこだ

けシルバーさんじゃなかったということで、当初、その会社が、これは入札制度だからどこ

でもあれなんですけれども、４月、５月頃まではすごく草が生えて、皆さん、周りの近所か
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らも苦情が来たということで、かなり私もあれしたんですけれども、それもちょっとよくな

ったかなと思うんですけれども、なるべく、シルバーさんは地元ですので、そういうことも

考慮してぜひお願いをしたいと、こんなふうに思います。それはそれで。 

  委員長、すみません、もう一問いいですか。 

○委員長（小澤重則君） そろそろまとめてください。 

○委員（藤原正夫君） はい、分かりました。 

  その中に芝生のエアレーションと目土作業で委託350万とあります。これは、都市公園全

部の芝生のあれですかね。目土、エアレーションですかね。そこをお聞きしたい。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） ただいまの質問にお答えいたします。 

  芝生エアレーション及び目土散布業務委託につきましては、今年度、令和２年度につきま

しては、敷島の総合公園、それと島上条公園を予定しております。昨年度は竜王地区の公園

で別のところをちょっと…… 

○委員長（小澤重則君） 聞かれたことだけ答えてください。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 別のところをやりましたけれども、今年度は以上の２公園を

やる予定でおります。 

  以上です。 

○委員（藤原正夫君） ありがとうございます。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 先ほどのやはた公園の夜間の貸出しのことがちょっと内藤議員からも

ありましたけれども、今後、照明を使ってでも市民が利用できるような形にするという計画

というのは全然ないですか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 都市公園の条例の中で、公園の利用時間というものが規定さ

れております。都市公園条例の中では、午前８時半から６時までという内容で規定がござい
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ます。確かにドラゴンパークとか、夜間、園路をウォーキングされている方等がいらっしゃ

るかもしれませんけれども、基本的にバスケットボールコートについて、占用で貸出しをし

てということは、今の現時点では考えておりません。そこについては、当然照明の費用もか

かってくるということもありますので、使用料を徴収しないという観点からも、そこについ

ては、現時点では想定をしておりません。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 滝川委員。 

○委員（滝川美幸君） 当然、規定があるということは承知ですけれども、せっかくお金をか

けてそういう公園を整備したときに、例えば押原公園なんかでは、すごくスリーオンスリー

へ、若い中高生が夜も利用していて大勢集まる。それから、今回、ここはグラウンドゴルフ

ができるということで、グラウンドゴルフをやる方も高齢者だけではない。そうしたら、も

う少し50代、60代の人たちもグラウンドゴルフをしたい場合に、日常はまだまだ勤務もし

ていて使えない場合に、それだけの設備があるところであれば、夜使えればそういうグルー

プも増えるかもしれないということで、幅広く市民の方たちがやはり使える公園でなければ

ならないのではないかなと思いますので、ぜひその辺の難しいものをクリアして、近い将来

は大勢集まれる場所、そういう公園にしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 今のご意見のほうの頂戴いたしました内容につきまして検討

いたしまして、また利用者のほうからのご要望等も、また今後利用を開始する中で出てくる

ことかと思いますので、その辺も踏まえまして、また今後は検討していきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） ７ページの都市計画諸費の中のＧＩＳについてお伺いしたいんですが、

このＧＩＳ地理情報システムリプレイス業務委託というのとＧＩＳ地理情報システム用パソ

コン購入がありますが、このＧＩＳ地理情報について、どういったものかお伺いします。 

○委員長（小澤重則君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） お答えいたします。 

  ＧＩＳシステムとは、コンピューターに地図情報を含みます都市計画の用途地域や建蔽率、

容積率などを落とし込みまして、地理情報を一括管理しているものでございます。 
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  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これは新たにやるということなんでしょうか。新たなものですか。そ

れとも前からあったものですか。 

○委員長（小澤重則君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） お答えいたします。 

  ＧＩＳシステムにつきましては、現在業務で使用しているものでございまして、こちらを

稼働していますパソコンのＯＳ、ウインドウズ７がサポート終了となりますことから、備品

購入費におきまして新しいパソコンに入れ替えまして、システムを最新の情報に移し替える

作業となります。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） これは、所有権というのは甲斐市ですか。 

○委員長（小澤重則君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） 備品を購入いたしますので、パソコン自体につきまし

ては甲斐市となります。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） パソコンだけではなくて、このシステム自体の所有権というか、そう

いったものですけれども、それはどうなんでしょうか。 

○委員長（小澤重則君） 渡辺係長。 

○まちづくり推進係長（渡辺 充君） お答えいたします。 

  システムにつきましても甲斐市となります。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 実は、被災者支援システムというのを導入することになりましたよね。

それで、これにＧＩＳの地理情報をやることによって、非常に分かりやすく、また、いろん

なふうに拡大していくことができるそうなんです。だけれども、これをここの建設課だけ、

都市計画だけのものとして置いておくのではなくて、そういったところにも共用できないか

ということでちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） お答えいたします。 
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  都市計画課のこのＧＩＳだけではなくて、上下水だと、もう配管図等々あります。まだパ

ソコン化していないですが、市道の情報等々、いろいろな地図情報というのは各課で持って

おります。それを一元化すると使いやすいじゃないかということですが、それは一元化して

使いやすいという部分はあると思うんです。ただ、データの処理能力とか、ソフト的なもの

が複雑になってくる。すると、更新時にかなりの金額がかかってしまうと。ほかの情報は全

然更新しなくてもいいんだけれども、ある１つのやつは更新するとなると、全部替えなきゃ

いけないなんていう事態が想定されるということで、今のところ、ちょっと市のほうで足踏

みをしているところでございます。 

  ただ、先進自治体、市町村においては、そういうところも検討しているところもございま

すので、今後、そういう運転の費用も含めて考えてみたいと思います。こちらについては、

私どもの都市建設部だけでできるものではございません。どちらかというと、総務のほうの

情報処理とかそちらのほうの分野になると思いますので、そちらのほうも話をして、今回は

こういう形で個々で更新となっておりますが、近い将来、そういう論議をしなきゃいけない

状態になるんじゃないかなと考えておりますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 質問、答弁は簡潔にお願いいたします。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 何かそれについて、システムの会社がいろいろありますよね、そうい

った会社が違うと非常に大変だという話も聞いたんですが、ちょっと今答弁いただいた後で

申し訳ないんですが、そういったところの統一というのをするともっとあれなのかなと思う

んですが、市の中でもいろんな課によっていろんなものを使っていますよね。そういったと

ころもちょっとネックなんじゃないかなというふうに聞いているんですが、そこはどうです

か。 

○委員長（小澤重則君） 小林部長。 

○建設産業部長（小林信生君） 私も去年まで上水にいまして、上水の台帳とかはフジ地中情

報というところで持っています。今、ソフトの会社でいろいろあるんですが、各会社、ある

事業に特化しているというところが多いわけですね。大手、言っちゃいけないですが、ＮＥ

Ｃとかそういう前世代のああいうところでできるはできるんですが、そうすると小回りが利

かないという部分もあって、その辺もちょっとネックになっているという部分があります。

いろんなやり方はあるんですが、地図の上へレイアウトして重ねていく、そうするとそのレ

イアウトごとに使えるとか、いろいろあるようです。その辺も含めて今後考えていきたいと
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思っていますので、ご理解をよろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） まとめてください。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） この件に関しては、国でも総務省等が中心になってやっていることで

すので、もう住民の災害のときのことを最大に考えていただいて、やっぱりやっていただけ

るようになるといいなとも思っておりますので、そうは言いましても、甲斐市としてもでき

るだけのことは今後検討していただければと思います。 

  もう一点、別件。 

○委員長（小澤重則君） はい、続けてください。 

○委員（保坂芳子君） はい、分かりました。 

  10ページの公園のＬＥＤ照明リース料というのがあるんですけれども、この公園という

のは、18カ所、５カ所、この公園全体の照明がＬＥＤ化していると、それのリース料とい

うことでよろしいでしょうか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 今のご質問にお答えさせていただきます。 

  照明のＬＥＤ化している公園につきましては、13公園ございまして、13公園で160基をＬ

ＥＤ化しておりますけれども、それ以外の公園では、ＬＥＤ化がまだ済んでいない公園がご

ざいますので、そちらは４公園ございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 何か計算が合わないんですけれども、13公園分のこれはＬＥＤの照

明料ということですか。 

  さっき18カ所の公園というのは、都市公園のことですかね。それとも、いいんです、数

はいいんですけれども、とにかくＬＥＤが済んでいないところの公園も今後していくという

ことでいいんですよね。そういう計画ですよね、当然。伺います。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） ＬＥＤが設置されていない公園につきましては、公園名で言

いますと、具体的には竜地公園とか鳥ヶ池芝生公園とか、そういった公園になるんですけれ

ども、今後、またその交換時期が来たときには、ＬＥＤ化にしていくことを検討してまいり

たいと考えております。 
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  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 何か今聞いたら２つとも双葉なので、交換時期とおっしゃいましたけ

れども、その時期には間違いなく交換していただきたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 大変お待たせいたしました。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） じゃ、持ち時間15分ばかり。いやいや。 

  維持管理費のところで委託料が5,500万、片方は800万というかな、02のほうは。合わせ

るとかなりの金額になるんだけれども、基本的に、昨日も言ったように、これは市として点

検というか、どういう割合でこの公園の点検をしているんですか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） ただいまのご質問ですけれども、この委託料が、01の都市

公園、市立公園維持管理事業においては5,500万円ほどで、開発公園内の維持管理事業につ

きましては850万円ほどの委託料が発生しているという中で、委託のほうについて、委託業

者のほうから点検の報告書を頂いておりまして、その報告書に基づいて市のほうで内容を確

認しているという内容でございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 資料をもらっているんですが、確認でいいんだけれども、現場へ行っ

てその内容を見ておかないと、結構、そんなことを言っちゃ悪いけれども、手抜きのところ

があったんだよね。総合公園なんかは、島上条かな、結構、住民に目立つところだからね。

仕事の内容等は、かなり市民は厳しいんだよ、ああいうところを見てね。だから当然、今か

ら入札とかあれにしても、シルバーにしてもらうにしても、そこのところはきちっと、監督

と言うんじゃおかしいけれども、その辺はきちっとしてもらいたいんだけれども、それはど

うですか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） ただいま委員さんがおっしゃったとおり、昨年、先ほどもご

質問の中でございましたとおり、敷島の公園につきまして、４月、５月、非常に苦情が多か

ったということもございます。先ほども内容にございましたとおり、その後については維持
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のほうがしっかりされていたような状況で見受けられたというようなお話もございましたけ

れども、こちらのほうで担当課といたしましても、公園の維持管理状況のほうを、また現地

のほうも確認をしながら、ちょっと状況が余りよろしくないようなところについては、委託

業者のほうに指導をして、しっかり維持管理をするように徹底してまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） よろしくその辺は徹底していただきたいと。 

  それで、これに関連してなんですけれども、これは前、何か同僚議員がちょっと一般質問

で言った経緯があるんだけれども、こういう公園の使用をして利用した人たちに、終わった

らちょっと帰りにでも草を取ってもらうとか何かしたらどうだという意見がちょっと出たこ

とがあるんだよね、基本的に。何のスポーツでも、我々は、終わったときは、ソフトなんか

で使っても、学校のグラウンドを必ず整備する。体育館なんかは、必ず終わった後、モップ

をかけてきれいにしているんだよね。結局、グラウンドゴルフにしても何にしても、利用の  

のこの一般財源に入っているんだけれども、幾ら払っているからって、やっぱり市民の、自

分たちの公園なので、ちょっと帰りに取ってもらえればこれは大きいと思うんですね、基本

的に。その辺のところの指導というのがどうなのかな、できないのかな。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） おっしゃるとおり、公園につきまして、市民に愛される公園

ということで、きれいに維持管理をするということが必要になってくると思いますので、ま

た今後、公園のほうの貸出しの申請に基づいて許可を団体のほうに出しておりますので、許

可団体のほうに通知をする中で、また草取りとかそういったものについても、使用後にご協

力を頂くような内容で周知をさせていただくように検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ぜひお願いしたい。基本的に、強制はできないんだけれども、やっぱ

り自分たちの公園だ、やっぱり市民公園ということになると、住民の公園なんですよね。自

分たちのところは自分たちが利用したら帰りにきれいにしていくというのは、これは原則じ

ゃないかとか、ぜひその辺を今後も検討してもらえればありがたいと。よろしくお願いしま

す。 
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  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） １点だけです。７ページ、下から３行目です。景観重要樹木等標識設

置工事と、金額は35万ほどなんですけれども、今までなかった項目なんですよ。この内容、

何のためにこれをするのか、また、今後こういうものがあり得るのか、この辺を踏まえてち

ょっとご説明いただけますか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） こちらにつきましては、令和２年度の新規事業という内容に

なりますけれども、内容といたしましては、景観法に定められておりまして、景観計画区域

内、これは本市の場合は甲斐市内の全域になりますけれども、特に良好な景観を形成してい

る建造物あるいは樹木について、景観重要建造物または景観重要樹木として指定をして、適

正に保全をしていきなさいというふうなことで、景観法の中で定められております。本市に

おきましても、市の最上位計画である第２次甲斐市総合計画において、政策の一つといたし

まして、良好な景観と市街地の形成という内容がございますけれども、この中で後期計画に

おきまして目標と掲げておるものが、目標達成数を令和２年度までに２カ所とか、あるいは

令和６年度までの達成目標数を４カ所というふうな指定をしているという内容がございまし

て、昨年、令和元年度11月に開催いたしました景観審議会において、景観重要樹木につい

て協議をしておるところでございます。この協議に基づいて指定をした景観樹木に標識のほ

うを設置して、市民の皆様に、景観重要樹木として指定したよということで、市のシンボル

ツリーとして、また今後、より適正な保全が図られるように周知するとともに、市民の景観

意識の高揚のきっかけになるようにという内容の事業でございます。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） 具体的に、例えば看板を立てるとかいうことなんですか。そこをちょ

っと教えていただきたい。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） 今ご説明した内容で、景観重要樹木を指定した際に、そこの

樹木のところに、こちらは景観重要樹木ですよという内容で標識を設置する予定でいます。 

○委員長（小澤重則君） 五味委員。 
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○委員（五味武彦君） 最後の質問です。 

  ということは、今後も順次そういう指定をすれば、今後も増やしていくという形でいいで

すか。 

○委員長（小澤重則君） 宮本課長。 

○都市計画課長（宮本 裕君） おっしゃるとおり、今後も景観重要樹木のほうは、指定を何

カ所かは当然していきますので、また再度、そのときには標識を設置していきたいというふ

うに考えております。 

○委員（五味武彦君） 以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、８款土木費、４項都市計画費のうち都市計画課所管分について質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩とし、職員の入替えを行います。 

  ご苦労さまでした。 

 

休憩 午後 ３時１５分 

 

再開 午後 ３時１６分 

 

○委員長（小澤重則君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いします。 

  次に、４款衛生費、２項環境衛生費のうち上水道課所管分及び４款衛生費、３項清掃費及

び６款農林水産業費、１項農業費並びに８款土木費、４項都市計画費のうち下水道所管分に

ついて一括で行います。 

  初めに、上水道課の説明を求めます。 

  望月上水道課長。 

○上水道課長（望月新路君） お疲れさまです。よろしくお願いします。 

  それでは、予算説明書は82、83ページになります。説明につきましては、予算参考資料

ナンバー８で説明いたしますので、よろしくお願いします。 

  ナンバー８の１ページの上段になります。４款衛生費、２項環境衛生費、１目環境衛生総
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務費、16簡易水道事業特別会計繰出金につきましてですが、予算額6,625万1,000円、財源

は全て一般財源でございます。内容等につきましては、18日にご審議いただく議案第35号 

令和２年度甲斐市簡易水道事業会計予算においてご説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

  続きまして、その下段になります。17小規模水道維持事業でございます。予算額15万

1,000円、財源につきましては一般財源でございます。事業の概要は、敷島地区北部にあり

ます千田自治会小規模水道の水質検査委託料及び検査結果を通知するための郵便料でありま

す。本来は小規模水道の管理者が水質検査を行うべきですが、極小地区であり、簡易水道に

切替えも不可能でありますので、市が代わって行うものでございます。 

  以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 寺島下水道課長。 

○下水道課長（寺島 信君） 大変お疲れさまでございます。 

  それでは、下水道課より一般会計から特別会計の繰出金の説明をさせていただきます。 

  予算説明書の84、85ページをお願いいたします。予算参考資料につきましては、11ペー

ジをお願いいたします。 

  ４款衛生費、３項清掃費、１目清掃費、08地域し尿処理施設特別会計繰出金につきまし

ては、予算額1,072万3,000円でありまして、財源内訳につきましては全額一般財源でござ

います。 

  続きまして、予算説明書の90、91ページをお願いいたします。参考資料につきましては、

同じく11ページをお願いいたします。 

  ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費、20農業集落排水事業特別会計繰出金

につきましては、予算額913万3,000円でありまして、財源内訳につきましては全額一般財

源でございます。 

  続きまして、予算説明書の100、101ページをお願いいたします。予算参考資料につきま

しては、同じく11ページでございます。 

  ８款土木費、４項都市計画費、３目下水道費、01下水道事業会計繰出金につきましては、

予算額11億5,865万5,000円でございまして、財源内訳につきましては全額一般財源となっ

ております。 

  以上、各繰出金とも、後日、特別会計及び企業会計の予算審議がございますので、そちら

のほうで詳細につきましてはご説明をさせていただきます。 
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  以上が、下水道課で所管いたします一般会計の当初予算であります。よろしくお願いいた

します。 

○委員長（小澤重則君） これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小澤重則君） なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、４款衛生費、２項環境衛生費のうち上水道課所管分及び４款衛生費、３項清掃費

及び６款農林水産業費、１項農業費並びに８款土木費、４項都市計画費のうち下水道課所管

分についての質疑を終了します。 

  ここで暫時休憩し、職員の入替えを行います。 

  次がちょっと時間がかかりますので、ここで一旦休憩を入れます。３時35分再開でお願

いします。 

 

休憩 午後 ３時２２分 

 

再開 午後 ３時３５分 

 

○委員長（小澤重則君） それでは、会議を再開します。 

  説明、答弁については簡潔にお願いいたします。 

  次に、10款教育費、１項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費及び13款諸支出金、

１項基金費のうち教育総務課所管分について説明を求めます。 

  加藤教育総務課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） よろしくお願いいたします。 

  教育総務課が所管いたします令和２年度当初予算につきましてご説明いたします。予算説

明書は106ページからとなります。予算参考資料ナンバー９によりご説明いたします。 

  １ページをお願いいたします。 
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  10款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費、ナンバー01教育委員会運営費135万

5,000円は、教育委員会の運営関係経費で、教育委員４人の報酬や参考図書などの需用費、

各種法令外負担金などでございます。 

  ２目事務局費、ナンバー01教育管理関係職員費１億4,729万2,000円は、教育部長、教育

総務課、学校教育課の職員19人の人件費でございます。 

  ナンバー02教育管理関係会計年度任用職員等費878万2,000円は、スクールバス運転技術

員３人の人件費でございます。 

  ナンバー10事務局運営費254万3,000円は、教職員、スクールバス運転技術員の休暇に伴

う代替報酬、学校評議員の報償、事務局運営費、新入学児童の防犯ブザー、各種負担金でご

ざいます。第２次創甲斐教育推進大綱策定作業の終了並びに教育総務課予算に計上しており

ました給食調理員関係の人件費を、学校給食業務を所管いたします学校教育課に移管したこ

とにより減額となっております。 

  ナンバー13学校評価事業144万7,000円は、学校評価に係る児童・生徒や保護者等へのア

ンケートの集計処理委託経費やアンケート用紙の印刷費でございます。 

  ナンバー50教育委員会公用車維持管理事業141万9,000円は、公用車８台の維持管理経費

でございます。 

  ２ページをお願いいたします。 

  ４目学校ネットワーク管理費、ナンバー01学校ネットワーク管理費4,779万5,000円は、

学校ネットワークの維持管理及び運用に係る経費で、財源内訳のその他51万円は、山梨県

からの人事給与福利厚生システム運用経費負担金でございます。委託の概要としましては、

学校ホームページを含む学校ネットワークの年間運用管理、パソコン入替えに伴う設定業務、

インターネット環境整備業務でございます。備品購入費としまして、教職員用のパソコン

70台、学校ネットワーク関係備品の購入費、そのほか校務系ネットワーク保守業務委託及

び教育情報セキュリティクラウド負担金は新規での予算計上でございます。 

  ３ページをお願いいたします。 

  ２項小学校費、１目学校管理費、ナンバー01小学校関係職員費2,359万4,000円は、小学

校３校の図書館司書、栄養職員３人の人件費でございます。 

  ナンバー02小学校関係会計年度任用職員等費8,500万6,000円は、小学校の会計年度任用

職員34人の人件費でございます。 

  03竜王小学校費からナンバー13双葉西小学校費までの各小学校維持運営費等につきまし
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ては、１億8,481万6,000円は、小学校11校の年間維持運営経費等で、財源内訳の市債につ

きましては学校教育施設整備事業債でございます。維持運営費は、共通経費としまして、光

熱水費等、それから需用費では事務用品、燃料費、光熱水費、修繕費など、役務費としまし

て電話料、郵便料、クリーニング手数料、委託品としまして備品等の廃棄物処理委託料、使

用料及び賃借料としまして印刷機、コピー機などの事務機器のリース料、グラウンドの敷石

などの原材料費、管理備品の購入費などでございます。そのほか、敷島北小学校校舎長寿命

化改修工事設計業務委託、敷島北小学校屋内運動場長寿命化改修工事設計業務委託、双葉東

小学校下水道接続工事などを予算計上しております。 

  ナンバー14小学校施設整備費１億3,912万3,000円、財源内訳の市債につきましては、学

校施設整備事業債及び公共施設等適正管理推進事業債でございます。内容は、小学校11校

の施設整備関係の事務消耗品・原材料、施設修繕料、高木剪定料、工事設計等委託料、次に、

４ページをお願いいたします。工事請負費では、小学校11校からの修繕要望に対応する工

事費、玉幡小学校、敷島北小学校の受水槽取替工事、市内小学校屋内運動場床維持工事、市

立小学校屋内運動場照明改修工事などを予算計上し、各校の要望を基に、学校と協議をしな

がら整備を進めていくものでございます。 

  ナンバー15小学校施設維持費5,080万2,000円は、小学校11校分を一括計上しております。

内容は、11校分の水質検査、受水槽清掃、遊具点検、施設警備、建築設備等定期検査委託、

芝生維持管理委託、防犯機器リース料などでございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  ３項中学校費、１目学校管理費、ナンバー01中学校関係職員費2,267万3,000円は、中学

校の司書、栄養士、職員３人の人件費でございます。 

  ナンバー02中学校関係会計年度任用職員等費1,757万3,000円は、中学校５校の学校司書、

給食調理員の会計年度任用職員７人の人件費でございます。 

  ナンバー03竜王中学校費からナンバー07双葉中学校費までの各中学校維持運営費等１億

1,497万1,000円は、中学校５校の年間維持運営経費でございます。財源内訳の市債は、学

校教育施設整備事業債及び公共施設等適正管理推進事業債でございます。内容は、事務用品、

燃料費、光熱水費、電話料、学校備品廃棄に伴う廃棄物処理委託料、事務機器のリース料、

管理備品の購入費などの共通経費でございます。工事では、竜王北中学校屋内運動場屋根改

修工事、敷島中学校職員室改修工事を予算計上しております。 

  ナンバー８中学校施設整備費1,921万円は、中学校５校の施設整備に関する修繕料、高木
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剪定料、工事請負費などの経費を主なものとしております。財源内訳の市債290万円は、学

校教育施設整備事業債でございます。工事につきましては、５校分の修繕要望箇所の工事、

そのほか備品購入としまして学校施設備品の購入を予定しております。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ナンバー09中学校施設維持費1,972万5,000円につきましては、学校施設の維持管理経費

で、中学校５校分を一括計上しております。５校分の受水槽清掃、浄化槽検査、施設警備、

特殊建築物調査委託、防犯機器リース料などでございます。 

  13款諸支出金、１項基金費、10目奨学金貸付基金費、ナンバー01奨学金貸付基金積立

1,000円、財源内訳のその他は奨学金貸付基金の利子で、奨学金貸付基金への積立金でござ

います。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 説明が終わりました。 

  これより説明に対し質疑を行います。 

  先に所管の委員の質疑を行います。 

  所管は総務教育常任委員会です。 

  質問はありませんか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） ３ページの２項をお願いします。３ページ、各小学校維持運営費等と

いうことで、北小の長寿命化改修工事等がある。この内容をちょっと詳しく教えていただけ

ますか、設計というのを。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  敷島北小学校の校舎の長寿命化改修工事の設計につきましては、昨年度策定しました長寿

命化計画に基づく改修となります。主に校舎の全体的な建て直しではなくて、老朽化した設

備、壁、床、屋上防水など全面的に改修する工事の設計を行う予定です。よろしくお願いし

ます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 一応確認で、これは恐らく北小は開校してから今まで大きな改修はな

かったんだね。今回初めて、この体育館のほうもそうなんですか。その辺、ちょっと確認で

すけれども。 
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○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  おっしゃるとおり、両方、校舎も体育館も初めての大きな改修となります。よろしくお願

いします。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 今年度業務委託、設計の業務委託ということだよね。設計は委託する。

工事のほうは、予定はいつからになっていますか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 工事につきましては、今回、国庫補助を受けて行いますので、

補助金がつきましたところで予算を計上させていただいて、執行してまいります。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 具体的にいつということはまだ、当然、国の補助金の関係があるので、

一応、市としての考えというか、いつごろ予定をできればしたいということですか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 設計が完了しまして、交付金の申請をいたします。それで、

最短で令和３年度に着手ということになりますが、国の予算次第というところとなります。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  ほかにございますか。 

  有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） ３ページの小学校の会計年度任用職員34人という、この内訳をち

ょっと教えてもらえますか。 

○委員長（小澤重則君） 名取係長。 

○教育総務係長（名取藤吾君） お答えいたします。 

  小学校の会計年度任用職員ですが、司書10名、栄養士２名、調理員22名、合計34名とな

っております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 今、栄養士とか司書とかって、10人とかって、11校あるのにこれ
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はどういうことですか。各１校に１人とかというんじゃないんですか、この配置は。 

○委員長（小澤重則君） 名取係長。 

○教育総務係長（名取藤吾君） お答えします。 

  司書につきましては、１名、双葉東小学校に職員がおりまして、あとは会計年度任用職員。 

○委員長（小澤重則君） もう少し大きい声で。 

○教育総務係長（名取藤吾君） すみません。 

  司書は10人おりますが、双葉東小学校に職員がおりまして、あとの10校につきましては

会計年度任用職員となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） 有泉委員。 

○委員（有泉庸一郎君） 中学のほうもお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 名取係長。 

○教育総務係長（名取藤吾君） 中学のほうは、竜王中学校に１名職員がおりまして、あとの

４校につきましては会計年度任用職員となっております。 

  以上です。 

○委員（有泉庸一郎君） 人数的にはこれは…… 

○委員長（小澤重則君） 調理員がまだいますので。 

○委員（有泉庸一郎君） この７人の内訳をね。 

○委員長（小澤重則君） 名取係長。 

○教育総務係長（名取藤吾君） 会計年度職員につきましては、中学校は調理員があと３名お

ります。司書４名と合わせて７人となっております。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） よろしいですか。 

  赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） じゃ、１ページの02の会計年度職員というか、スクールバス運転手

３名ということで、これはスクールバスの運転手の人件費はあるんだけれども、スクールバ

スのこの維持費というのか、車の、それはどこかにのっているんですか、ほかに。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） スクールバスの維持管理費につきましては、小学校費、また

中学校費の維持運営費の中で予算を計上しております。 
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○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） それは公用車ということね。そうじゃなくて。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） ここの１ページのナンバー50の中に公用車の維持管理事業

があるわけですが、スクールバスにつきましては、こことは別に各小学校、敷島北小学校と

敷島中学校の維持運営費の中で、スクールバスの車検代とか点検整備の費用等は予算を計上

しております。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） そうすると、結局、各小学校の運営費等というところで、そこに入っ

ているということなのかな。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  各小学校の施設整備費の中に修繕費とか、あと車検に係る費用を計上しております。あと

ガソリン代につきましては、教育委員会公用車維持管理事業の中に計上しております。よろ

しくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） これはいつも言っているんだけれども、当然、スクールバスというの

は、合併のときのあれで我々も理解はできるんだけれども、今、非常に子供が少ないという、

現状がね。やっぱりその辺、何か代替というか、あの大型バスの大きいバスで行っているん

だけれども、その辺は何か検討した経緯はあるんですか、毎年。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 赤澤議員さんから毎年、委託とかができないかというような

ご質問を頂いているところでございますが、以前に、現在は違いますが、市民バスを委託し

ておりました山梨交通のほうに、そういったことが可能かどうかといった相談をしたことが

ございます。その中で、どうしてもバス会社としましても運転手の確保が難しいということ、

それから、どうしてもスクールバスですので、特別運行ということで部活動ですとか校外活

動で急に使用するとか、また、インフルエンザ等発生した場合については下校時間が早まっ

たり、また、部活動等でも時間を調整して下校ということが発生してまいります。そういう

ことに対して、委託となりますと対応ができないということから、どうしても今の運転技術

員による対応が一番望ましいという考え方でおります。 
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  また、現状、まだバス１台を、持っているという言い方はどうかと思いますが、差し障り

なく今使えている状況にあります。特別運行ということで、部活動の各大会ですとか、また

小学校なんかですと校外学習なんかでも使用するといった、そういう機会がありますので、

とにかく使える間はこのバスを維持し使用していくのが一番効率がいいというふうに考えて

おります。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 赤澤委員。 

○委員（赤澤 厚君） 言っていることは十分分からないわけじゃないけれども、結局、市の

会計年度職員という形で使っていて、やっぱりああいう、今は指定管理とかいろんなことを

結構事業をしているじゃん、要は。だからやっぱり本当はああいうプロを、ああいうバス会

社とかそういったプロの人たちに運転していただいたほうが安全というかね、それで、何か

事故があったときに、今、あれ白ナンバーだ、たしかね、要は。だからやっぱりそういった

もので営業的なもののほうが安全・安心じゃないかなと思うんだけれども、今、買換えとか

何かあるときには、それはぜひまた検討してもらうように、これは要望で結構ですので、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） 小学校と中学校の各ところで用地借地料を含むと、両方とも用地借地

料を払っているんですけれども、小学校と中学校は具体的にどことどこにどれぐらいの借地

料を払っているのかちょっと教えていただけますか。小学校は３ページ。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 小学校につきましては竜王西小学校、それから中学校につき

ましては竜王中学校でございます。借地料のほうですが…… 

○委員長（小澤重則君） 料金も聞きますか。 

○委員（秋山照雄君） はい。 

○委員長（小澤重則君） 料金も聞くそうです。 

○教育総務課長（加藤文雄君） すみません、ちょっと待ってください。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 
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  竜王西小学校につきましては年間544万4,750円、竜王中学校につきましては年間90万

8,100円を支払っております。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） この竜王西小学校545万というのも、多分、面積が広いからこの金額

になると思うんですけれども、毎年毎年これを払うということも、やっぱりある程度考えな

きゃならないところですね。西小学校ができてからもう何十年もたっている話で、所有者も

多分もう亡くなっちゃって、その次の世代になっていると思うんです。そういうところをも

うちょっと積極的に話を進めて、買い取るような格好を早くしてもらったほうがいいじゃな

いかと思うんですけれども、その辺、どういうふうに考えていますか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） おっしゃるとおりでございまして、昨年度、平成30年度に

地権者の方にお集まりいただきまして、何度も話し合いをいたしました。それは、何とかお

売りいただきたいということで交渉を重ねたわけですが、皆さん、いずれはというところで、

なかなか応じていただけていないというところとなっております。また今年度も、請求書を

書いていただくときに、何とか売っていただきたいということで担当のほうで交渉を進めて

いるところですが、なかなか応じていただけないということで、そうは言いましても、毎年

毎年売っていただけるようにお願いをしておりますので、何とかこちらとしましても譲って

いただくようにお願いをしているところでございます。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 秋山委員。 

○委員（秋山照雄君） その平米幾らということでもって借りていると思うんですけれども、

こういう、こっちが欲しいというものだから、やっぱり普通の単価じゃなくて、ちょっと上

乗せした単価で買わないと、相手も乗ってこないと思うんですよ。１回買えばもうこっちの

ものだから、そういう意味で、もっと積極的にそれは進めてもらいたいと思いますけれども、

もう一度その辺のところをお聞かせください。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） まずこちらで買い取るときですが、不動産鑑定評価を基にし

まして買取り価格を決めてまいります。昨年度交渉いたしましたときも、不動産鑑定評価を

鑑定士の方にしていただきまして、その金額で交渉をしてきたところでございます。秋山議

員さんがおっしゃるとおり、確かに単価を上乗せすればというところはございますが、かと
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いって、公費で購入するものですので、根拠がどうしても必要になりますので、そこはご理

解を頂きたいと思います。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔発言する者なし〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  なければ、次に所管以外の委員の質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  五味委員。 

○委員（五味武彦君） 多分聞かれると思って答えを準備していると思うんですけれども、３

ページの、先ほど赤澤委員が質問したところですね、北小学校の長寿命化、体育館等々です

ね。去年の今頃は、実は敷島南小屋内運動場大規模改修工事設計業務ということで1,400万

計上してあるわけですよ。これやりましたか、まず。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  今年度、設計が終わっておりまして、補助金の申請をしているところです。よろしくお願

いします。 

○委員長（小澤重則君） 五味委員。 

○委員（五味武彦君） ということは、北小は早ければ令和３年ぐらいに工事が始まるという

ことであれば、敷島南小は、来年度、令和２年度に改修にかかるということですか。国の交

付金が下りるのはいつでしょうか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 申請を現在しているところでございまして、交付金の決定が

あったところで予算を計上いたしますので、敷島南小学校の屋内運動場につきましては、最

短で早ければ令和２年度に工事を着手、予算を計上しまして工事に着手するという流れにな

ってまいります。 

○委員（五味武彦君） 以上です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） ２ページの教職員のパソコン１人１台、パソコンの事業費なんだけれ
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ども、去年に比べても、同じ70台ということで、ちょっと金額が違うんだけれども、多い

んだけれども、この辺の根拠がどんな具合ですか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） パソコンの買換え70台の関係でございますが、今年度、こ

のパソコンの買換えとしまして、ウインドウズ10の一部の個人ライセンスの購入を併せて

実施してまいります。その関係で、昨年度に比べますと若干金額が大きくなっております。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 内藤委員。 

○委員（内藤久歳君） それで、これは毎年70台交換するんだけれども、全体でこの事業と

いうのは、たしか５年か７年か、どのくらいまでやるんですか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） 一応７年を一つのサイクルとしておりまして、教職員がおお

むね500名おります。70台ずつ交換をしていきますと、１回に使う期間が７年間ということ

になってまいりますので、７年間使ったところでまた更新ということで、ずっと繰り返して

いくようになります。 

○委員（内藤久歳君） ７年間ね。了解です。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 国のほうの補正で、子供の１人１台パソコンというのが始まると思う

んですよね。それは１年ではできないんですけれども、教職員のほうは７年でというのはち

ょっと遅いんじゃないかなと思うんですが、その辺の変更というのはないですか。 

○委員長（小澤重則君） 加藤課長。 

○教育総務課長（加藤文雄君） すみません、この教職員のパソコンについては、基本的には

授業用というパソコンではなくて、校務の関係で先生方が使うパソコンとなります。ですの

で、児童・生徒の成績の管理ですとか、そういったことを主な目的として先生方が使ってい

るパソコンになっておりまして、今現在も原則は１人１台配備されているものですが、それ

の老朽化等に伴いまして更新をしていくというものとなってまいります。 

  以上でございます。 

○委員長（小澤重則君） 子供のパソコンもちょっと触れてやってください。 

○教育総務課長（加藤文雄君） ＧＩＧＡスクールに伴うパソコンのほうにつきましては、学
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校教育課のほうで所管をいたしますが、改めまして、今、現状としましては国のほうに補助

金等の申請をしている段階でございますので、また国のほうの動向等を見ながら予算計上さ

せていただくような流れとなってまいります。お願いいたします。 

○委員長（小澤重則君） 保坂委員。 

○委員（保坂芳子君） 分かりました。よろしくお願いします。 

  ３ページの14のそのアスベストの分析調査というのがあるんですけれども、今どうして

学校でアスベストなのかなってちょっと違和感を覚えるんですよね。学校は、多分一番最初

に、アスベストどうだったんだろうとやって、もう全部完了しているのかなと思ったら、こ

こに分析調査というのが出ているんですけれども、今までなかったですよね、去年まで。そ

の辺のところをちょっとお話しください。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  議員さんのおっしゃるとおり、学校のアスベストについては既に全て調査済みなんですが、

この竜王東小学校の校舎と体育館を結ぶ渡り廊下の耐火材について、工事を、別の工事なん

ですけれども、行った建築業者のほうから、アスベストが入っている可能性があるんじゃな

いかというような指摘を受けましたので、今回、念のためというか、調査をして安全を確認

したいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

  藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） １点だけ、４ページになります。工事請負費の中で、上から４行目に

甲斐市立小学校屋内運動場床維持管理工事2,061万4,000円とありますけれども、これは単

校じゃなくて、小学校、ある程度全てということですかね。その確認です。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  甲斐市立小学校屋内運動場床維持工事につきましては、まず竜王小学校、竜王北小学校、

双葉西小学校、竜王東小学校、双葉東小学校の床をサンダーがけしまして、ウレタン塗装を

して、滑らないようにするための工事です。この今回やらない学校につきましては、数年間

のうちに屋内運動場を大規模改修する予定の学校になっております。よろしくお願いします。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） 今の説明だと、５校を、ウレタン塗装で磨きをかけるということなん
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ですけれども、この５校で2,000万ということは、以前は、敷島北小学校とかいろいろやっ

たところは、１回磨いたですよね。木を全部機械で磨いて、それでなおかつニスをかけたり

と、そのときの値段がかなりはっきりしないんだけれども、高かったんだけれども、今度は、

このウレタンだけで全部埋めてやって、何ていうか、さほど変わらぬ効果ということですか

ね。そういうことは業者と話合いをしていますか。 

○委員長（小澤重則君） 徳井係長。 

○施設係長（徳井雄一君） お答えします。 

  見積りを取るに当たりまして、全ての学校の体育館を調査していただきまして、サンダー

がけ、今、一度削って、その上に３層ウレタンを塗装するというところで改修できるところ

と、一部やはり張替えをしなければならないところもございますので、双葉東小学校と竜王

東小学校につきましては、一部張替えも含んだ金額になっております。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（小澤重則君） 藤原委員。 

○委員（藤原正夫君） じゃ、分かりました。ということで、じゃ、やるのは主に、こんな時

期とかあるかと思いますが、夏休みとかそんなときにやって、早めに２学期から使えるとい

うようなことですね。はい、ありがとうございます。分かりました。 

○委員長（小澤重則君） ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小澤重則君） なければ質疑を終了します。 

  これで、10款教育費、１項教育総務費、２項小学校費、３項中学校費及び13款諸支出金、

１項基金費のうち教育総務課所管分について質疑を終了します。 

  以上で本日の審査を終了し、散会といたします。 

  明日も午前９時30分より再開いたします。 

  ご苦労さまでございました。 

 

散会 午後 ４時０７分 

 


